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⚫ 産後ケア事業は、出産後１年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行うことで、産後も安心して子育てができ

る支援体制を確保するものとされています。令和元年の母子保健法※1改正により法定事業化され、令和３年母子保健法の

施行においては支援の対象者が出産後４か月から１年以内の母子に拡大されるとともに、事業の実施が市町村の努力義

務とされました。令和６年度時点で1,644市町村（94.4%）において実施されています。

⚫ 国において、産後ケア事業のユニバーサル化やさらなる実施体制強化に向けて、様々な取組が行われてきました。その中で、令

和６年度にはケアの内容の充実や安全に関する記載を追加する等、産後ケア事業ガイドライン※2の改定が行われ、特に市町

村においてケアの質や安全性の担保に資するマニュアルを作成することが求められています。一方、マニュアルを作成状況につい

ては、産後ケア事業の実施主体である市町村間で差が生じている状況です。

背景

⚫ 本書では市町村や都道府県において、産後ケア事業の体制整備に係る工夫や、ユニバーサルサービスの提供に係る取組、マ

ニュアルの作成をはじめとした安全性・質の担保に資する取組の状況を取りまとめ、自治体ごとに事例を示すことにしました。

⚫ 市町村、ならびに都道府県の産後ケア事業担当者の皆様におかれましては、本書を参照いただき、自自治体の事業体制整

備に関する取組を進めていただければ幸いです。また各事例に付属する参考資料には事例自治体のマニュアルの内容も含ま

れておりますので、マニュアル作成時の一助となれば幸いです。結びに、本書の作成にあたり、事例調査にご協力いただきました

市町村、都道府県のご担当者各位に厚く御礼を申し上げます。

事例集の趣旨

※1： ・母子保健法(◆昭和40年08月18日法律第141号)

※2： 【参考】産前・産後サポート事業及び産後ケア事業ガイドライン（改定箇所下線）

本事例集の位置づけ

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82106000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82106000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82106000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82106000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82106000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82106000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82106000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82106000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82106000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82106000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82106000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82106000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82106000&dataType=0&pageNo=1
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0ac0f291-e4c2-475d-83fe-f1c39a6e551e/3c162d34/20250404_policies_boshihoken_tsuuchi_2025_19.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0ac0f291-e4c2-475d-83fe-f1c39a6e551e/3c162d34/20250404_policies_boshihoken_tsuuchi_2025_19.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0ac0f291-e4c2-475d-83fe-f1c39a6e551e/3c162d34/20250404_policies_boshihoken_tsuuchi_2025_19.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0ac0f291-e4c2-475d-83fe-f1c39a6e551e/3c162d34/20250404_policies_boshihoken_tsuuchi_2025_19.pdf
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本事例集における用語の定義

事業類型※1

対象者

✓ ショートステイ型（短期入所型）

病院、診療所、助産所の空きベッドを活用する等により利用者を短期入所させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等のきめ

細かい支援を実施する形態を指します。

✓ デイサービス型（通所型）

日中、実施施設において、来所した利用者に対し、個別又は集団で、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する形態を指します。

✓ アウトリーチ型（居宅訪問型）

実施担当者が利用者の自宅に赴き、個別に心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する形態を指します。

※1： 【通知】産後ケア事業の実施について

※2： 【参考】産前・産後サポート事業及び産後ケア事業ガイドライン（改定箇所下線）

※3：・母子保健法施行規則(◆昭和40年12月28日厚生省令第55号)

✓ 産後ケア事業ガイドライン※2においては、出産後１年以内の母子であり、産後ケアを必要とする者とされています。また、里帰り出産をしている母親や、

流産や死産等を経験された方についても、対象者に含まれています。その他、妊娠・出産を経ない養親や里親、父親・パートナー等市町村において

支援が必要と認められる場合には事業の対象者として対応することとされています。

※上記に該当する場合でも、母子のいずれかが感染性疾患に罹患している場合や、母親に入院加療の必要がある場合、心身の不調や疾患があり、医療

的介入の必要がある母親においては、支援の対象とならない場合があります。

実施事業所

✓ 産後ケア事業の実施主体は市町村ですが、産後ケア事業の趣旨を理解し、適切な実施が期待できる事業者等に産後ケア事業を委託することが

可能とされています。

✓ 実施事業所としては、病院、診療所、助産所の他、厚生労働省令で定める施設として、事業実施基準を満たし市町村長が適当と認める施設

（産後ケアセンター、こども家庭センター、市町村保健センター、その他市町村長が適当と認める施設）※3が該当します。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0ac0f291-e4c2-475d-83fe-f1c39a6e551e/9691c745/20250408_policies_boshihoken_tsuuchi_2025_21.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0ac0f291-e4c2-475d-83fe-f1c39a6e551e/9691c745/20250408_policies_boshihoken_tsuuchi_2025_21.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0ac0f291-e4c2-475d-83fe-f1c39a6e551e/9691c745/20250408_policies_boshihoken_tsuuchi_2025_21.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0ac0f291-e4c2-475d-83fe-f1c39a6e551e/9691c745/20250408_policies_boshihoken_tsuuchi_2025_21.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0ac0f291-e4c2-475d-83fe-f1c39a6e551e/3c162d34/20250404_policies_boshihoken_tsuuchi_2025_19.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0ac0f291-e4c2-475d-83fe-f1c39a6e551e/3c162d34/20250404_policies_boshihoken_tsuuchi_2025_19.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0ac0f291-e4c2-475d-83fe-f1c39a6e551e/3c162d34/20250404_policies_boshihoken_tsuuchi_2025_19.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0ac0f291-e4c2-475d-83fe-f1c39a6e551e/3c162d34/20250404_policies_boshihoken_tsuuchi_2025_19.pdf
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82108000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82108000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82108000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82108000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82108000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82108000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82108000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82108000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82108000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82108000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82108000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82108000&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82108000&dataType=0&pageNo=1
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本事例集における用語の定義

委託先事業所選定基準

マニュアル

✓ 本事例集に掲載した自治体においては、自治体が産後ケア事業の委託契約を締結する上で、実施事業所が満たしておくべき基準を指します。

✓ 本事例集に掲載した自治体においては、自治体で独自に作成されており、安全に関する項目等をリスト化し、委託契約時の確認等に使用されてい

ます。

広域連携

✓ 本事例集において、広域連携とは “市町村を超えて産後ケア事業所を利用できる仕組み” を指します。

✓ 市町村単独で他市町村の実施事業所に委託契約を行う場合、複数市町村間で連携して実施事業所との委託契約（集合契約等）を行う場

合、その他都道府県が中心となり実施事業所との委託契約（集合契約等）を取りまとめて実施する場合等が該当します。

✓ 本事例集に掲載している自治体、ならびに実施事業所において産後ケア事業を運営する上で参照できる文書を指します。

✓ 産後ケア事業ガイドラインでは、ケアの質を保つため市町村でマニュアルを作成すること、事故防止及び安全対策、児を預かる場合の留意点、 産後

ケア事業の実施担当者による虐待等と疑われる事案を確認した場合の対応、重大事故発生時の対応について、市町村においてマニュアルを策定し、

市町村と事業者双方において、内容の確認・共有をすることとなっています。



5

本事例集は概要ページと自治体の個票部分に分かれます。

①概要ページ ②各自治体の取組事例

• 事例集に掲載している自治体と取組の特徴、事例のト

ピックごとに各自治体の取組状況をまとめた早見表、自

治体ごとに掲載している項目をまとめた一覧で構成されて

います。

• 自治体ごとに、事例のポイント、自治体の基本情報、事例の詳

細、参考資料が掲載されています。

事例集の構成
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P.10：自治体の取組の掲載項目一覧

P.10：トピック毎の自治体取組状況早見表

概要ページの構成

✓事例集に掲載している各取組事例の要旨を数行で記載していま

す。

✓各事例を簡易に把握し、その中で気になる事例があれば後段の

詳細ページへと進むといった活用が想定されます。

事例集の構成

P.10：事例集に掲載している自治体と取組の特徴

✓取組のトピックごとに各事例での掲載有無を一覧にしています。

✓本事例集で確認したい事項（トピック）を選択してご活用くださ

い。

✓●をクリックすることで、当該自治体ページのトピックに関連する記

載部分に遷移します。

読み方

✓各自治体の事例で掲載している取組内容を一覧にしております。

✓○がついている項目は自治体の個票において記載がございます。

◎になっている項目は、他の自治体にも参考になると思われる項

目となっています。

✓各自治体の人口・出生数を記載しています。貴自治体と規模の

似た事例を探す際にご参照ください。
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参考資料

事例詳細ページ（市町村、都道府県）

各取組事例ページの構成

✓最上部に、当該自治体の取組のポイントを記載しています。

✓冒頭に、自治体の産後ケア事業実施に係る基本情報を掲載して

います。

事例集の構成

事例冒頭

✓項目ごとに当該自治体での実施事項が記載されています。

✓事例冒頭において、取組のポイントに掲載している事項については、

以降の詳細ページにおいてもセル全体をハイライトしています。

（市町村は水色、都道府県はオレンジ）

✓また上記のハイライト以外にも、特徴的な取組については文字が

太字・色付きで強調されています。

（市町村は青、都道府県は赤）

読み方

✓各取組事例の終わりには、掲載されている取組に関連した参考

資料を添付しています。
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1. 岩手県奥州市

2. 福島県郡山市

3. 新潟県見附市

4. 長野県東御市

5. 東京都東久留米市

7. 三重県桑名市

6. 京都府京都市

市
町
村

✓ 病院、助産所以外の施設を活用して市の助産師を派遣し産後ケア事業を拡大

✓ 公式SNSを活用した週１回の情報発信、電子申請の導入が利用率向上の一因に

✓ 連携会議を通じて、市と事業所の助産師が意見交換。また、他課に配置されている助産師とも密に情報連携

✓ 市民のニーズを捉え、アウトリーチ型を開始・拡大

✓ 市公式SNSを活用し、子育てに関する相談支援を通じた産後ケア事業の利用促進

✓ アウトリーチ型の実施により、市内に産後ケア事業実施事業所がない中でも利用者の移動負担を軽減

✓ 産科医療機関において、サポートが少ない母子等をピックアップ。アウトリーチ型を委託する助産師とも密に情報共有を行

い、サポートの少ない母子やメンタルの状態が不安定な方を適切なケアに連携

✓ 母子健康手帳アプリで産後ケア事業の情報をプッシュ型で発信

✓ 市立助産所の助産師を自治体担当課に派遣し、事業者間の円滑な情報連携が実現

✓ 事業開始当初より、管理栄養士や理学療法士、保育士等の専門職が配置されている事業所と優先的に契約

✓ 周知広報～申請のデジタル化により産後ケア事業の利用の利便性向上

✓ 市民の利便性に配慮し、他市の産後ケア実施と委託料等の契約内容を調整の上、個別契約を実施

✓ 市で作成したマニュアルの内容を事業者を集めた会議体で共有し、継続的な見直しを実施

✓ 市において独自に委託先事業者の「選定基準」を策定し、新規契約時に実地確認した上で契約締結

✓ 市民調査により把握した事業のニーズへの対応としてアウトリーチ型の事業を開始予定

✓ 宿泊施設と契約することにより４か月以降の受入施設を確保

自治体名

111,632

（458）

39,045

(219)

29,557

(152)

1,385,190

(7,692)

116,839

(618)

139,563

(740)

317,486

(1,884)

人口※1

（出生数） ※2 

（人）

取組の特徴

事例集に掲載している自治体・取組の特徴

※1：令和5年度住民基本台帳より引用

※2：令和5年度人口動態調査より引用
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9. 奈良県奈良市

8. 大阪府大阪市

10. 福岡県中間市

11. 福岡県久留米市

12. 沖縄県豊見城市

1. 宮城県

2. 兵庫県

3. 鳥取県

市
町
村

都
道
府
県

✓ アウトリーチの利用ニーズに対応

✓ 市の求める実施基準を提示、施設・設備の状態を実地調査により確認

✓ 府の様式を活用し、医療機関や他自治体と情報連携

✓ 4か月以降の児の受入に際し、設備や食事に関する市独自の安全基準を作成し、委託契約時に現地で確認

✓ 利用者向けアンケートの内容を分析し、事業者への改善点のフィードバックや研修内容の充実に活用

✓ 里帰りや流産や死産等を経験された方の利用も受入

✓ 近隣４自治体による協議会を開催し、集合契約の締結や様式の統一等を実施

✓ 事業者との契約時に満たすべき要件のチェックリストの提出を求め、協議会で内容を確認することで施設の質担保を図る

✓ 精神科医療機関に産後ケア事業を委託

✓ SNSを活用した個別相談、利用者アンケートを実施し事業の改善や質の向上に活用

✓ 業務委託契約書において提供するケアの内容を詳細に規定、委託先事業所選定基準について契約時に現地確認

✓ 利用者アンケートの結果を実施事業所にフィードバック、改善に向けた提案を実施

✓ 集合契約締結に向け全市町村を集めた協議会を設置。集合契約締結にあたり、事業所の選定基準を作成

✓ 協議会においてより円滑な合意形成に資するよう、下部組織として各圏域の関係団体等から成るワーキンググループを設

定

✓ 市町から契約締結の委任を受けた県と、事業所から契約締結の委任を受けた県医師会・助産師会で集合契約締結

✓ 対象者やケア内容、契約金額、委託先事業所選定基準等を統一

✓ 集合契約後、協議会を開催：協議会開催前に、市町や事業所に対し、複数回の調査を行い事前に合意形成

✓ ネットワーク会議を立ち上げ、集合契約に向けた、委託料の調整、安全管理等について議論する場としている

✓ 県独自に産後ケアコーディネーターを配置し市町村や産後ケア事業実施事業所支援を行うほか、利用者の相談にも対応

✓ 県独自に、ヒヤリ・ハット報告様式等を掲載したマニュアルを作成し、県下の市町村に提示

2,741,587

（17,795）

351,418

（1,770）

39,912

（205）

302,383

（2,170）

65,954

（663）

2,257,472

（12,328）

5,459,867

（32,615）

545,558

（3,263）

事例集に掲載している自治体・取組の特徴

自治体名 取組の特徴
人口※1

（出生数） ※2 

（人）

※1：令和5年度住民基本台帳より引用

※2：令和5年度人口動態調査より引用
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岩手県

奥州市

福島県

郡山市

新潟県

見附市

長野県

東御市

東京都

東久留米市

三重県

桑名市

京都府

京都市

奈良県

奈良市

大阪府

大阪市

福岡県

中間市

福岡県

久留米市

沖縄県

豊見城市
宮城県 兵庫県 鳥取県

産科医療機関・助産

所以外の施設活用

産科・小児科・精神科

との連携・事業実施

アウトリーチ型の

実施・拡大

周知広報～予約申請

の利便性向上

施設選定基準の

作成・運用

他事業との連携

●

●

●

● ● ●

●

●

● ● ●

●

● ●実
施
体
制
の
整
備

●

流産・死産等を

経験された方

マニュアル作成・

事業者への周知

研修・勉強会の実施

事業所との意見交換

利用者アンケートの

実施・分析

●

●

●

●

●

●

●

事
業
の
質
の

担
保
・
向
上

トピック

詳細を確認したい場合は、

●（リンク）を押下すると

該当ページへ遷移します。

トピックごとの取組状況早見表

里帰りしている母子

集合契約の締結

委託料・利用料の

統一に向けた調整

協議会・作業部会

・WGの運営

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

広
域
連
携
の
実
施

ユ
ニ
バ
ー

サ
ル

サ
ー
ビ
ス

●

●

●

●

●

● ●

●

●

専門職の配置・活用 ●

●
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◎

◎

掲載項目

周知
広報

実施事業所の確保・選定

専門職配置
実施
体制の
整備

広域連携の構築

自治体の保健師等による周知

ホームページ・SNS・アプリ等による周知

配慮が
必要な
対象者
の受入

支援が必
要な対象
者の把握

対象者・利用要件

申請申請・
利用
方法 予約方法

きょうだい児・多胎児

里帰りしている母子

流産や死産を経験された方・医療的ケア児、その他

把握方法

支援のための関係機関との情報連携

研修の実施

評価指標
の運用

マニュアル マニュアルの作成・周知方法

評価指標・測定方法

評価結果の分析・活用

長野県東御市

○

○

○

東京都東久留米市

○

◎

○

◎

○

○

○

福島県郡山市

○

◎

○

○

○

○

○

○

○

岩手県奥州市

◎

○

○

○

○

◎

○

○

新潟県見附市

○

○

○

○

○

○

京都府京都市

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

基本情報
人口（人）※1

出生数（人）※2

111,632

458

317,486

1,884

39,045

219

29,557

152

1,385,190

7,692

116,839

618

※1：令和5年度住民基本台帳より引用

※2：令和5年度人口動態調査より引用

◎

○

○

○

◎

○

◎

○

○

各自治体から聴取した項目に

○、特に他自治体も参照できる

と思われる項目に◎を記載。
自治体の取組の掲載項目一覧

○

○

○

◎

○
緊急時の連携機関の整備

◎

○

○

○

◎
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三重県桑名市

○

◎

○

○

○

○

○

○

○

◎

奈良県奈良市

○

○

○

○

○

○

○

◎

◎

○

○

大阪府大阪市

◎

○

○

○

○

○

○

○

福岡県中間市

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

福岡県久留米市

◎

○

◎

○

○

○

○

◎

◎

○

沖縄県豊見城市

◎

○

○

○

○

○

○

139,563

740

2,741,587

17,795

351,418

1,770

39,912

205

302,383

2,170

65,954

663

掲載項目

周知
広報

実施事業所の確保・選定

専門職配置

実施
体制の
整備

広域連携の構築

自治体の保健師等による周知

ホームページ・SNS・アプリ等による周知

配慮が
必要な
対象者
の受入

支援が必
要な対象
者の把握

申請申請・
利用
方法 予約方法

きょうだい児・多胎児

里帰りしている母子

流産や死産を経験された方・医療的ケア児、その他

把握方法

支援のための関係機関との情報連携

研修の実施

評価指標
の運用

マニュアル マニュアルの作成・周知方法

評価指標・測定方法

評価結果の分析・活用

基本情報
人口（人）※1

出生数（人）※2

※1：令和5年度住民基本台帳より引用

※2：令和5年度人口動態調査より引用

○

◎

◎

◎

○

○

自治体の取組の掲載項目一覧

対象者・利用要件

○

◎

○

○

○

○

○

○

緊急時の連携機関の整備

◎

○

○
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宮城県 兵庫県 鳥取県事例の観点

実施の背景・経緯

広域連携
体制の
構築

集合契約のスキーム

集合契約の内容

連携体制構築の上での仕組み・体制

実施の上での工夫

事業実施状況の把握

関係機関
との連携

情報連携体制の構築

精神科医療機関との連携

事業者の
選定基準
の提供

選定基準の内容

事業者選定の運用

マニュアルの周知方法

マニュアルの作成方法・内容マニュアル
の作成・
提供

研修の
提供

対象者と実施体制

研修の内容

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

◎

◎

◎

○

○
その他市
町村支援

委託先確保に向けた支援

自治体伴走支援 ◎

◎

○

○

※1：令和5年度住民基本台帳より引用

※2：令和5年度人口動態調査より引用

基本情報
人口（人）※1

出生数（人）※2

2,257,472

12,328

5,459,867

32,615

545,558

3,263

○

自治体の取組の掲載項目一覧

◎

○
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岩手県奥州市（１/５）

人口・出生数

１.自治体の基本情報

人口：111,632人 出生数：458人

(令和5年1月1日時点)※ (令和5年1月1日~12月31日)※

産科医療機関/
助産所数

産科医療機関数：5か所 助産所数：２か所

実施類型 ショートステイ型、デイサービス型、アウトリーチ型 委託先
医療機関：1か所（市内） ホテル・旅館：３か所（市内）

訪問専門助産院２か所

2.産後ケア事業に係る基本情報

✓ 病院、助産所以外の施設を活用して市の助産師を派遣し産後ケア事業を拡大

✓ 公式SNSを活用した週１回の情報発信、電子申請の導入が利用率向上に寄与

✓ 連携会議を通じて、市と事業所の助産師が意見交換。また、他課に配置されている助産師とも密に情報連携

★実施事業所

の確保

【実施事業所】

⚫ 市内３箇所の宿泊施設（ホテル・旅館）を活用したデイサービス型を実施

➢ 市内に産科医療機関はあるが、令和４年以降分娩取扱産科医療機関がない

➢ 平成30年からショートステイ型・デイサービス型を医療機関１施設で実施していたが、利用希望が増加

➢ 上記の背景を受け、市民の産後ケア事業の利用ニーズに応えるためには事業所数を拡大する必要があり、宿泊施設

を活用した産後ケア事業（デイサービス型）を令和６年度より実施

⚫ 宿泊施設におけるデイサービス型においては、委託している個人の助産師1名＋市の正規職員の助産師、または保健師1名

の2名体制でケアを実施

➢ 委託している個人の助産師が体調不良等で対応できない場合などに備え、市の正規職員の助産師が待機する体制を整備
⚫ 上記の取組の結果、令和５年度以降、デイサービス型の利用者数が増加しニーズに対応している(参考資料: 出生数と利用実績参照)

⚫ 「離乳食が始まったことに伴う相談がしたい」、「児が動き出してからの方が大変であり、ケアを受けたい」 等、生後５か月以降の母子の

ニーズに対応するため、助産師と看護師または保育士が在籍する保育所でのデイサービス型の実施を検討中

【委託先事業所選定基準】

⚫ 下記要件を設定し、要件を満たした施設と契約

➢ 居室: 母子へのケア用に個室1室（トイレ・入浴設備付）、児を預かるための個室1室、計2室の提供が可能

➢ 食事: 母親のアレルギー等に配慮した食事提供が可能（食事提供または館内飲食）

➢ 設備: 全天候型駐車場の確保、打ち合わせスペースなど施設内設備が利用可能である、窓が一定以上開かないな

ど安全面の配慮がある

➢ 所在地: 市役所から半径２km以内（緊急時に市の担当者がすぐに駆け付けられる距離）

⚫ 上記に加え、子育て支援企業（くるみん認定企業や、県の子育て応援の認定施設である等）であれば優先的に契約

実施体制
の整備

※人口動態調査※住民基本台帳

取組のポイント

★トピック項目
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岩手県奥州市（２/５）

実施体制
の整備

周知広報

自治体の保健

師等による

周知

★ホームペー

ジ・SNS・アプリ

等による周知

★申請

実施事業所の

確保

予約方法

【SNSを活用した情報発信】

⚫ 市の公式LINEを活用して子育て支援に関する情報を週１回発信

➢ 産後ケア事業についても、市のホームページ上の事業概要を掲載したページや、利用申請フォームに遷移するページを

掲載。オンライン申請によりいつでも申請可能となり、利便性が向上。電話をする必要がなくなったことも利用ハード

ルの軽減につながり、利用率向上の寄与(参考資料: 出生数と利用実績参照)

【母子との面会時の周知】

⚫ 母子健康手帳交付時、出生届出時は、チラシを手渡し説明。そのほか、妊娠8か月アンケート、新生児訪問時も説明し、

計4回周知

【関係機関での広報】

⚫ 市内の産科医療機関、近隣市の分娩取扱機関にも周知を行い、チラシを送付

【方法】

⚫ 利用申請書をオンラインで市に提出する

➢ 市全体で導入している電子申請システムを活用（参考資料：市民が提出する利用申請書（申請画面）参照）

➢ 出産予定日の３か月前から申請可能

⚫ 利用者には出産後改めて市に電話連絡を入れてもらい、児の氏名と生年月日を確認

【申請承認】

⚫ 申請書に基づき審査した結果、決定通知書を発行する。申請後最短で翌日に利用者のもとに決定通知書が郵送される

【自治体職員の体制】

⚫ 妊産婦支援強化のため、令和5年度より市の正規職員として助産師を増員し、現在主管課に3名、児童福祉部門の課の

職員1名（産後ケア事業も兼務）の計4名体制

➢ 市の一般行政事務職員が事業の全体のマネジメントや予約調整を行い、市の正規職員の助産師が予約調整と緊

急時のバックアップを担うなど市の職員の中でも役割分担をすることにより質の担保に寄与

【予約方法】

⚫ 申請と同じ電子申請システムを活用し、市が全施設の予約を管理

➢ 精神的に不安定な産婦や病院から急ぎの依頼があったケースに対応できるよう、「緊急枠」を確保

• 緊急時は電話での申請や助産師訪問時にその場でオンライン申請を行ってもらい、対応

➢ 緊急利用の枠を確保するため、即時予約ではなく申請者から希望施設を提示してもらい市で日程調整を実施

申請・予
約方法
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3.事業対象者の考え方

支援が必
要な対象
者の把握

【他課との連携】

⚫ 他課に配置されている助産師から、新生児訪問で把握したハイリスク者について情報提供があった場合には必要に応じてそ

の助産師が産後ケア事業を実施するなど連携を実施

【効果】

⚫ 新生児訪問などで他課助産師が把握した気になる母子の情報を産後ケア事業を担当する助産師に連携することで、継続

的に母子の状況を把握することができ、支援の幅が拡大

➢ 日常の些細な悩みも含めて気軽に育児相談ができる場として母親たちの安心に寄与

対象者・利用要件

【利用要件】

⚫ デイサービス型の実施場所として使用する宿泊施設は離乳食の提供が設備上難しい。また、居室のベッド等の配置状況を踏

まえて安全性を考慮した結果、対象は生後５か月未満の母子に設定

⚫ 「アウトリーチ型」 は1歳未満まで利用可能

把握方法

【医療機関との連携】

⚫ メンタルに不調を抱える等のハイリスクな母親については、妊婦健診を行うクリニックや市外の分娩取扱施設など医療機関か

ら退院前に市へ電話連絡や文書連絡が入るフローを整理

⚫ 市外の分娩取扱医療機関３か所とは年数回連携会議を実施し、医療機関の助産師と市の助産師が対面で妊娠中から

産後４か月までの母子の個別ケースについて情報交換し連携を強化

支援のための

関係機関との

情報連携

岩手県奥州市（３/５）

【きょうだい児】

⚫産後ケア事業利用時にきょうだい児が一時預かりを利用した場合、1回につき5,000円計4回まで利用料の助成

【効果】

⚫ 一時預かりの助成があるため、上の子を預けた上で、安心して産後ケア事業をうけることができる。きょうだいがいるから利用を

ためらっていた人が安心して受けられる

【多胎児】

⚫ 全ての施設で受入可能で、委託料にも多胎児加算を設定

きょうだい児・

多胎児

【他自治体へ里帰りしている方】

⚫ 市民が他市に里帰りしている場合、償還払いで対応

➢ 助成額は奥州市の産後ケア事業の補助額まで

➢ 回数は里帰り先、市内での利用併せ、市の上限回数（ショートステイ型：3回、デイサービス型・アウトリーチ型：7回）まで

【奥州市に里帰りしている方】

⚫ 他市の住民が奥州市に里帰りしている場合は、アウトリーチ型のみ利用可能

里帰りしている

母子

配慮が
必要な
対象者の
受入
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４.安全と質の担保に資する取組

★研修の実施

【連携会議の実施】

⚫ 産後ケア事業実施事業所の助産所の助産師と、市の正規職員の助産師で月1回のケース会議と年４回産後ケア意見交

換会を実施

➢ 「このケースではどのようなケアを行ったのか」「アセスメントは正しかったか」等事例検討を実施することにより、ケアの平準

化や質の向上を図る

【産後ケア事業実施者向け研修】

⚫ 市主催で産後ケア事業実施者の研修を年2回開催

➢ 対象は、市の担当課の助産師・保健師、他課の助産師、産後ケア事業実施事業所の助産師

➢ 参加者から意見をもらいながら安全管理に関する内容などテーマを検討

➢ 令和7年度は市内の消防本部に研修を依頼し、安全管理研修として母子の心肺蘇生方法等について座学と実技

練習を合わせて1時間半の研修会を実施

➢ 令和8年度は安全管理研修と市外の産後ケア事業実施者を講師としたケアの質向上に資する研修会を予定

岩手県奥州市（４/５）

評価指標
の運用

【評価指標】

⚫ 利用率や満足度の他、利用のきっかけが改善したか、また利用したいと思うか等を指標に設定

【回答方法】

⚫ 利用後に助産師から案内し、その場で二次元コードを読み込んでオンラインで回答。その結果、集計にかかる事務作業が軽減

評価指標・

測定方法

マニュア
ル

【作成方法・内容】

⚫ 国のガイドラインを参考に、市の担当者がマニュアルを作成（参考資料：産後ケア事業マニュアル参照）

➢ 自治体内の事務処理手続きや運用フロー、安全管理基準や緊急時の対応フローを記載

⚫ 産後ケア事業実施事業所との意見交換会の中で、マニュアルへ追記すべき内容や報告書に盛り込むべき項目について意見

を聴取

【周知方法】

⚫ 委託開始の契約時と改定時に周知している。安全管理については意見交換会で読み合わせも実施

マニュアルの

作成・周知方

法

【流産や死産等を経験された方】

⚫ １名がアウトリーチ型を利用した実績有

⚫ 死産届を提出する際に産後ケア事業についても案内

➢ 利用希望に応じて、ケア内容を調整。宿泊施設での日帰りケアを緊急利用として案内することもあり

流産や死産等

を経験された

方/医療的ケア

児、その他

配慮が
必要な
対象者の
受入
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⚫ 宿泊施設に２部屋の提供を依頼し（委託料1回16,500円）、市が委託している助産師1名と市職員の助産師または保健師1名の2名体制でデイ

サービス型を実施しています。

➢ 母子や助産師等がそれぞれの部屋をすぐに行き来できるという観点から隣り合う2部屋を確保しています。

➢ 児の預かりが必要な際は、１名が母親のケアを行い、もう１名が別室で児の預かり対応を行っています

➢ 体重測定器やベビーカー、授乳クッションやおもちゃ等、ケアの提供に必要な備品は市で用意しています。

⚫ ケアにおいては、助産師が母親と対話を重ねる時間を十分に確保して、育児に対する不安等を時間をかけて引き出しアセスメントを行います。

アセスメントの結果を踏まえて、利用者個々のニーズに応じた支援を行っています。

⚫ 児を預かり、母親が自室で一人休息をとる時も、母親に何かあればすぐに助産師が駆け付けられるよう、同意を得た上で部屋の鍵を預かっています

⚫ 緊急時の対応については、医療機関の施設とは別に宿泊施設での体制をマニュアルに定めています。

⚫ 利用者アンケートにおいて設備面での意見があった場合（部屋の清掃状況等）は、施設側に伝え、改善を求めています

▼隣り合う2部屋を確保 ▼タイムスケジュール例

岩手県奥州市（５/５）

 コラム 宿泊施設を活用したデイサービス型の実施例
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岩手県奥州市（参考資料）

出生数と利用実績（奥州市作成）

✓ 産後ケア事業

利用申請書

（次ページ）

へのリンク

市公式LINEでの情報発信

デイサービス型の実施

施設の体制を強化し

た結果、利用者数が

増加
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岩手県奥州市（参考資料）

市民が提出する利用申請書（申請画面）
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岩手県奥州市（参考資料）

産後ケア事業マニュアル（１/６）
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岩手県奥州市（参考資料）

産後ケア事業マニュアル（２/６）
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岩手県奥州市（参考資料）

産後ケア事業マニュアル（３/６）
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岩手県奥州市（参考資料）

産後ケア事業マニュアル（４/６）
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岩手県奥州市（参考資料）

産後ケア事業マニュアル（５/６）
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岩手県奥州市（参考資料）

産後ケア事業マニュアル（６/６）
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福島県郡山市（１/３）

人口・出生数

１.自治体の基本情報

産科医療機関/
助産所数

実施類型 ショートステイ型、デイサービス型、アウトリーチ型 委託先
産科医療機関：５か所（市内） 助産所：３か所（市内）

県助産師会

2.産後ケア事業に係る基本情報

✓ 市民のニーズを捉え、アウトリーチ型を開始・拡大

✓ 市公式SNSを活用し、子育てに関する相談支援を通じた産後ケア事業の利用促進

★実施事業所

の確保

【実施類型】

⚫ 令和６年度よりアウトリーチ型の提供を開始

➢ 市民からのニーズも大きいこと等を背景に、市職員が産後ケア事業について検討を行う中でアウトリーチ型の事業の

必要性について指摘し、翌令和６年度から開始

➢ 令和７年度のアウトリーチ型の実利用人数は前年度に比しておおよそ倍増する見込み

• ３類型を合わせた産後ケア事業の総利用人数（実数）についても、令和５年度から令和７年度にかけて

４倍弱、増加する見込み（参考資料：実利用者数の推移）

➢ 利用者の増加に対し、市内の医療機関に対してアウトリーチ型の事業契約について周知し、今後も実施事業所数

を拡大することでニーズに対応予定

専門職配置
【看護職の配置】

⚫ 看護職の中でも助産師配置が可能な事業所と契約

実施体制
の整備

人口：317,486人 出生数：1,884人

(令和5年1月1日時点※) (令和5年1月1日~12月31日※)
産科医療機関数：14か所 助産所数：４か所

※人口動態調査※住民基本台帳

取組のポイント

★トピック項目

【母子との面会時の周知】

⚫ 妊娠届出時に全件対面で保健師・助産師の面談を実施し、その場で産後ケア事業についても案内

⚫ その他、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の際にも案内

⚫ 生後１か月時に、予防接種や乳児健診等の書類をまとめた「すくすくセット」を送付し、産後ケア事業に係るチラシも同封

（詳細は、参考資料「事業案内チラシ」参照）

【関係機関での広報】

⚫ 医療機関においても、産後ケア事業に係るチラシを配置

自治体の保健

師等による

周知
周知広報
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福島県郡山市（２/３）

周知広報

【SNSを活用した情報発信】（参考資料「郡山市Line子ども・子育て相談」を参照）

⚫ 乳幼児から学童まで、幅広く子育てに関する不安・悩み事を相談可能な「郡山市Line子ども・子育て相談」事業を実施

➢ 相談対応の中で育児不安が強い方については、産後ケア事業の利用を促進しており、実利用に至るケースもある

【子育てアプリを活用した情報発信】

⚫ 母子健康手帳アプリを導入

➢ 市のホームページ上で産後ケア事業の案内が更新された場合、アプリにも連携

★ホームペー

ジ・SNS・アプリ

等による周知

申請

申請・予
約方法

【方法】

⚫ 申請者から市に対して、電子申請システムを活用し、オンラインにて利用を申請する

➢ 事業案内のチラシや市ホームページ上の二次元コードを読み取り、オンラインで申請書フォームに入力して申請

（参考資料：郡山市Line子ども・子育て相談（画面イメージ））

【申請承認】

⚫ 申請受付後は1～3日程度で、産後ケア事業利用承認決定通知書と共に非課税世帯以外利用料減額クーポン券を郵送

予約方法
【予約方法】

⚫ 市への利用申請前に、申請者から利用施設に電話連絡し、利用日時の仮予約を実施

支援が必
要な対象
者の把握

【担当職員の工夫】

⚫ 妊娠届時から助産師が母子と関わり、ハイリスクな母子を個別に把握

⚫ 産科医療機関からハイリスク妊婦に関する連絡を受けた際は、市の職員が全件訪問・電話相談し、ケアが必要と思われる

ケースについては、市が事業所と直接連絡して産後ケア事業の実施日を調整

把握方法

【医療機関との連携】

⚫ EPDSの点数や母親の希望等を踏まえて、福島県で作成された医療機関連絡票を用いて、産科医療機関からハイリスク妊

婦に係る情報が連携される

⚫ 乳児健診におけるアンケートの回答結果から、ハイリスクと思われるケースについては医療機関から情報提供がある

支援のための

関係機関との

情報連携
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福島県郡山市（３/３）

配慮が必
要な対象
者の受入

【他自治体へ里帰りしている方】

⚫ 継続支援が必要なケースにおいては福島県が整備した連絡票を活用し、該当自治体に情報を提供及び訪問の実施を依頼

⚫ 他自治体の施設で産後ケア事業の利用を希望する場合は、一度担当課に電話相談し、市と利用する産後ケア実施事業

所で委託料の調整を実施

➢ 郡山市内の産後ケア事業実施事業所の利用料と同額以下という条件で、償還払いによる助成を実施

里帰りしている

母子

４.安全と質の担保に資する取組

研修の実施

【産後ケア事業実施者向け研修】

⚫ 市担当者にて、令和６年度より産後ケア事業実施者向けの研修会を開始（年１回、２時間、対面開催）

➢ 令和６年度は保健所の臨床心理士によるメンタルヘルスの講話を実施

➢ 令和７年度は郡山市の切れ目のない支援に関する事業内容や、産後ケア実施事業所のケース共有等を実施

• 母子支援事業の紹介、産後ケア事業の実績、報告書の様式変更やマニュアルの作成状況 等
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福島県郡山市（参考資料）

実利用者数の推移（郡山市作成）

✓ 令和６年度のアウトリーチ型の導入に伴い利用者数が

急激に増加している
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福島県郡山市（参考資料）

郡山市Line子ども・子育て相談（画面イメージ）

✓ 妊娠・出産のページよりアンケート画面に遷移し、

相談したい内容に回答する。

✓ 相談内容に応じて自動的に適切な相談先が

選択される。

✓ 相談は24時間受け付けており、市民の都合の

良いタイミングで相談が可能
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福島県郡山市（参考資料）

事業案内チラシ

ここから産後ケア事業申請
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新潟県見附市（１/２）

人口・出生数

１.自治体の基本情報

人口：39,045人※住民基本台帳  出生数：219人※人口動態調査

(令和5年１月１日時点) (令和5年1月1日~12月31日)
産科医療機関/
助産所数

産科医療機関数：0か所 助産所数：0か所

実施類型 ショートステイ型、デイサービス型、アウトリーチ型 委託先
産科医療機関：4か所（市外） 助産所：4か所（市外）

その他：保健センター、民間産後ケア施設等

2.産後ケア事業に係る基本情報

✓ アウトリーチ型の実施により、市内に産後ケア事業実施事業所がない中でも利用者の移動負担を軽減

✓ 産科医療機関において、サポートが少ない母子等をピックアップ。アウトリーチ型を委託する助産師とも密に情報共有を行い、

サポートの少ない母子やメンタルの状態が不安定な方を適切なケアに連携

★実施事業所

の確保

【実施事業所】

⚫ ショートステイ型は当初市外医療機関1施設のみであったが、受入体制拡大のため令和７年度より市外医療機関２施設を

追加し利用を開始

⚫ デイサービス型については、市内の保健センターで実施しており、相談支援を無償で実施

⚫ アウトリーチ型は県助産師会に所属する市外の助産師に依頼

➢ ショートステイ型・デイサービス型は市外の施設となるため、利用者からはアウトリーチ型のニーズが最多

➢ アウトリーチ型では乳房のしこりへの対処や乳児の世話・沐浴指導等の要望が多い

実施体制
の整備

周知広報
【母子との面会時の周知】

⚫ 妊娠届時、妊娠7か月の支援時、パパママ学級、新生児訪問等のタイミングで事業のチラシを配布

自治体の保健

師等による

周知

取組のポイント

★トピック項目

申請

【方法】

⚫ チラシには市の電話番号・メールアドレスを記載し、利用申請前に市に電話連絡をもらう(参考資料：産後ケア事業に関するチラシ参照)

➢ 利用者の状況やニーズを把握するため。得た情報については利用者の同意を得たうえで利用施設にも連携

⚫ 申請書を市役所あるいは保健センターに提出

➢ 紙の申請書の他、電話やメール、オンライン申請も可能。現在はオンライン申請が多い

申請・予
約方法

申請・予
約方法

予約方法
【予約方法】

⚫ 利用したい施設に利用者が直接、電話連絡
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新潟県見附市（２/２）
3.事業対象者の考え方

対象者・利用要件
【対象者】

⚫ ショートステイ型については施設により、生後1か月未満（1施設）、生後3か月未満（２施設）を対象としている

支援が必
要な対象
者の把握

【医療機関との連携】

⚫ サポートが少ない母子等は、産科医療機関等がピックアップし、個別に連携

➢ 産後、メンタルの状態が不安定な方が受診した際に、医療機関側において宿泊型の利用を促し、市に情報連携され

た上で産後ケア事業の利用につながったケースもあり

⚫ メンタルの状態が不安定な方について、助産師がアウトリーチ型で訪問した場合、訪問時の情報を市に連携

➢ 入院につながるような状態の場合は、精神科医療機関から市に情報提供をされることも有

★支援のため

の関係機関と

の情報連携

配慮が必
要な対象
者の受入

【きょうだい児】

⚫ デイサービスを実施する助産所のみ利用可能

【多胎児】

⚫ 全施設で受入可能。多胎児加算を付けており、自己負担額は一律に設定

きょうだい児・

多胎児

【他自治体へ里帰りしている方】

⚫ 県内の市町村に里帰りするケースでは利用する施設と個別に契約することもあり
里帰りしている

母子

４.安全と質の担保に資する取組

研修の実施

【産後ケア事業実施者向け研修】

⚫ 今年度から県助産師会において研修受講済みの職員リストが提示されるようになったため、その内容を確認し職員の受講状

況をチェックしている。また施設との契約書においても研修を職員に周知することを記載

【産後ケア事業実施事業所との情報共有】

⚫ 産後ケア事業実施事業所の助産所との連絡を定期的に実施する他、一堂に会する会議体も別途設定し、事業運営上の

課題等を共有。産後ケア事業実施事業所の病院担当者とも、年４回程度個別に打ち合わせを設定

マニュア
ル

【作成方法・内容】

⚫ 国のガイドラインから抜粋した内容をもとに作成

➢ 市のマニュアルとは別に医療機関や助産所で安全対策マニュアルを別途作成している。SIDS対策や緊急時の対応と

してまず市に一報を入れることなどを明記

【周知方法】

⚫ 各産後ケア事業実施事業所のマニュアル作成状況は聞き取り調査で確認しており、契約更新時にはその都度報告

マニュアルの

作成・

周知方法
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新潟県見附市（参考資料）

産後ケア事業に関するチラシ
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長野県東御市（１/２）

人口・出生数

１.自治体の基本情報

人口：29,557人  出生数：152人

(令和5年1月1日時点※) (令和5年1月1日~12月31日※)
産科医療機関/
助産所数

産科医療機関数：0か所 助産所数：3か所

実施類型 ショートステイ型、デイサービス型、アウトリーチ型 委託先 産科医療機関：2か所（市外） 助産所：3か所（市内）

2.産後ケア事業に係る基本情報

✓ 母子健康手帳アプリで産後ケア事業の情報をプッシュ型で発信

✓ 市立助産所の助産師を自治体担当課に派遣し、事業者間の円滑な情報連携が実現

実施事業所の

確保

【実施事業所】

⚫ 市内に産科医療機関が無いため、市内助産所と市外の産科医療機関と契約

➢ 分娩に多く利用される近隣市の産科医療機関と個別に契約

⚫ 市内で開業した助産所と契約し、アウトリーチ型を令和７年度より開始

実施体制
の整備

※人口動態調査※住民基本台帳

取組のポイント

★トピック項目

【母子との面会時の周知】

⚫ 母子健康手帳の交付のほか、ママパパ学級、妊婦訪問、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）、出産後の

健康相談（1回/週）等、母子と面会する機会を捉えて産後ケア事業について案内

【関係機関での広報】

⚫ 妊婦訪問を市立助産所「助産所とうみ」にも委託しており、妊婦訪問の機会にも、全ての方に産後ケア事業について案内

自治体の保健

師等による

周知

【子育てアプリを活用した情報発信】

⚫ 母子健康手帳アプリを導入し、対象年齢の全利用者に、プッシュ型で産後ケア事業の情報を発信

➢ ママパパ学級、妊婦訪問面談、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）、乳幼児健診時等の際に、

インストールを案内

➢ ２歳以下のこどもを持つ保護者のアプリダウンロード率は91.2%

★ホームペー

ジ・SNS・アプリ

等による周知

周知広報
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長野県東御市（２/２）

申請

申請・予
約方法

【方法】

⚫ ショートステイ型の利用を希望する場合は、利用申請書を市の窓口に提出

⚫ 必要事項を記載した「産後ママ助成券」を利用事業所に提出

予約方法

【予約方法】

⚫ デイサービス型やアウトリーチ型の場合は、申請者から施設側に直接連絡し、予約実施

⚫ ショートステイ型の場合は、電話や窓口等で申請者から市に対して利用希望を伝え、市から施設側と予約調整を実施

3.事業対象者の考え方

支援が必
要な対象
者の把握

★把握方法

支援のための

関係機関との

情報連携

【担当職員の工夫】

⚫ 出生数が少ない反面、全ての児が顔の見える関係、という利点がある

⚫ 新たな試みとして、現在市立の「助産所とうみ」の助産師が市の担当課に派遣されており、市の業務を担当

➢ 当該職員が、医療機関や助産所の職員と、日ごろから円滑な連携がしやすい関係を構築

【医療機関との連携】

⚫ 産科医療機関から、配慮が必要な母子に関する電話連絡等を受けた場合は、数日以内に地区担当保健師又は母子担

当助産師が訪問し、必要に応じて産後ケア事業の利用を勧奨

【実施事業所との連携】

⚫ 市内助産所との合同会議を実施し（年３回）、個別のケース共有や事業運営に関する確認・検討など情報共有を実施

４.安全と質の担保に資する取組

マニュア
ル

【作成方法・内容】

⚫ 市にて、国のガイドラインに沿って「産後ケアにおける安全管理マニュアル」を作成

➢ 各事業所でも安全管理に資するマニュアルを作成

⚫ 事故防止、緊急時対応、報告様式など、安全管理に関する具体的な内容を規定

➢ 助産所では抱っこ紐やスリングが活用されていることを踏まえ、安全上の配慮として市独自の記載を追加

【周知方法】

⚫ 各産後ケア事業実施事業所を訪問し、既存の施設安全管理マニュアルと市のマニュアルと照らし合わせ、内容を確認

⚫ 各事業所の安全マニュアルと市のマニュアルを併用することを依頼

マニュアルの

作成・周知方

法
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東京都東久留米市（１/２）

人口・出生数

１.自治体の基本情報

人口：116,839人※住民基本台帳  出生数：618人※人口動態調査

(令和5年1月1日時点)※ (令和5年1月1日~12月31日) ※
産科医療機関/
助産所数

産科医療機関数：2か所 助産所数：2か所

実施類型 ショートステイ型、デイサービス型（個別型、集団型）、アウトリーチ型 委託先 産科医療機関：2か所 助産所：2か所（市外1か所）

2.産後ケア事業に係る基本情報

周知広報

✓ 事業開始当初より、管理栄養士や理学療法士、保育士等の専門職が配置されている事業所と優先的に契約

✓ 周知広報～申請のデジタル化により産後ケア事業の利用の利便性向上

★専門職配置

【看護職以外の専門職の配置】

⚫ 食事の提供のため、管理栄養士がすべての施設で配置

➢ 事業開始当初、事業所を選定する際に、管理栄養士や理学療法士、保育士といった専門職が配置されている施

設と優先的に契約

【他自治体施設との契約】

⚫ 西東京市にある1施設と個別に契約

実施体制
の整備

広域連携の

構築

【子育てアプリを活用した情報発信】

⚫ 東久留米市が提供する子育て支援アプリ「くるめっこナビ」にて情報発信

➢ 妊娠届出の面談の際にインストールの案内を実施

★ホームペー

ジ・SNS・アプリ

等による周知

取組のポイント

★トピック項目

★申請
申請・予
約方法

【方法】（詳細は、参考資料「東久留米市産後ケア事業申請書兼同意書フォーム」を参照）

⚫ 事前に申請者から市に対して利用者申請登録（オンライン又は窓口申請・郵送）が必要

➢ 妊娠28週以降であれば申請可能。利用予定日の2週間前までに申請

➢ ホームページ上に申請用二次元コードを掲載したところ、オンライン申請が増加。全体の7~8割がオンライン申請に

【申請承認】

⚫ オンライン申請の場合は、電話面談を実施して母子の状況について事前に確認

⚫ 申請内容を確認し、概ね2週間程度で利用承認通知書を申請者に郵送

予約方法
【予約方法】

⚫ 利用承認通知書が届いた後、申請者が電話で施設に直接予約
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東京都東久留米市（２/２）

3.事業対象者の考え方

支援が必
要な対象
者の把握

対象者・利用要件

【対象者】

⚫ 委託先の全事業所で安全確保等の観点から受入が難しく、実運用上は生後6か月未満の母子が事業対象

➢ 事業開始から1年以上経ったタイミングで市側から受入可能な月齢の拡大を産科医療機関に打診

• それに応じ、当初2か月未満の制限を設けていた一部施設で、受入対象を4か月未満まで拡大

➢ ５か月以上の児の受入については、感染症予防や人員配置上難しいとの意見が産後ケア事業実施事業所よりあり

• ５か月以上の児については、「東久留米市ファミリー・アテンダント事業」という育児用品の配布と訪問支援を

実施する別事業も案内している

➢ 今後も産後ケア事業実施事業所等と協議を重ね、市としてユニバーサルなサービス体制構築を行う予定

【他自治体との連携】

⚫ 転入前の自治体や妊婦健診等を実施した他自治体の参加医療機関から個別に電話連絡で情報連携を受けるケースも

⚫ 転出される場合に、配慮が必要な母子の情報を転出先自治体にも情報連携
把握方法

４.安全と質の担保に資する取組

研修の実施
【勉強会の実施】

⚫ 市職員が知識を得るために産後ケア事業に関する書籍等の文献の参照と認識共有の勉強会を実施

評価指標
の運用

【評価指標】

⚫ 満足度の他、産後ケア事業の利用により改善したことや、利用してみてよかったサービス等について把握

【回答方法】

⚫ 利用の承認通知とともに利用後アンケートの回答用二次元コードを送付

評価指標・

測定方法
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東京都東久留米市（参考資料）

子育て応援アプリ「くるめっこナビ」

✓ 市HPの事業ページに

遷移



41

東京都東久留米市（参考資料）

東久留米市産後ケア事業申請書兼同意書フォーム（オンライン申請画面より抜粋）（１/４）
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東京都東久留米市（参考資料）

東久留米市産後ケア事業申請書兼同意書フォーム（オンライン申請画面より抜粋） （２/４）
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東京都東久留米市（参考資料）

東久留米市産後ケア事業申請書兼同意書フォーム（オンライン申請画面より抜粋） （３/４）



44

東京都東久留米市（参考資料）

東久留米市産後ケア事業申請書兼同意書フォーム（オンライン申請画面より抜粋） （４/４）
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京都府京都市（１/３）

人口・出生数

１.自治体の基本情報

人口： 1,385,190人 出生数：7,692人

(令和5年1月1日時点)※ (令和5年1月1日~12月31日)※

産科医療機関/
助産所数

産科医療機関数：53か所 助産所数：15か所

実施類型 ショートステイ型、デイサービス型 委託先

産科医療機関：20か所（うち、市外4か所）

助産所：９か所（うち、市外３か所）

その他：３か所（すべて市内）

民間の産後ケア施設（ホテル等）、児童養護施設

2.産後ケア事業に係る基本情報

✓ 市において独自に委託先事業者の「選定基準」を策定し、新規契約時に実地確認した上で契約締結

✓ 市民調査により把握した事業のニーズへの対応としてアウトリーチ型の事業を開始予定

✓ 宿泊施設と契約することにより４か月以降の受入施設を確保

★実施事業所

の確保

【実施事業所】

⚫ 産科医療機関、助産所の他、宿泊施設（ホテル等）、乳児院、グリーフケアの専門施設とも契約

➢ ４か月以降の受入施設を確保するため、宿泊施設（ホテル等）にも委託

➢ 同様の理由で乳児院にも、デイサービス型を委託

➢ グリーフケアにも注力するため、東大阪市に所在するグリーフケア専門施設と令和７年度から契約を開始

【実施類型】

⚫ アウトリーチ型の対応拡充に向けた検討

➢ 市民向けの産後ケア事業に関するアンケートにおいて、回答者の約8割にアウトリーチ型の利用の意向あり

➢ 令和８年度よりアウトリーチ型の事業を実施できるよう準備

【委託先事業所選定基準】

 （詳細は参考資料「京都市スマイルママ・ホッと（産後ケア）事業における安全管理マニュアル２/６～ ４/６ 」を参照）

⚫ 市で独自に作成した選定基準を満たしているか、契約前に実地調査を実施

➢ 令和３年度に１歳児まで受入可能な事業者を増やすための検討を行い、安全やケアの質を担保した上で事業者を

増やす必要があると判断し、選定基準を要綱に明文化、また「安全管理マニュアル」内の別表にも掲載

➢ 選定基準には、専門職の人員配置基準や運営基準、施設基準、ケアの提供体制、市の研修会への参加、緊急時

対応等を含めた医療機関や市との連携体制構築等を内容に含む

➢ 実際の施設を見ながら基準と比較し、すべての項目を満たした事業者に対して委託契約を締結

実施体制
の整備

※人口動態調査※住民基本台帳

取組のポイント

★トピック項目
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京都府京都市（２/３）

周知広報

【母子との面会時の周知】

⚫ 母子健康手帳交付時や、新生児等訪問指導事業（こんにちは赤ちゃん事業）実施時に産後ケア事業のチラシを配布

（詳細は、参考資料「事業チラシ」を参照）

➢ 産後ケア事業のチラシには電子申請用の二次元コードも添付

自治体の保健

師等による

周知

【ホームページ上での情報発信】

⚫ 市のホームページ上で各施設の利用に際して利用者が支払う費用の一覧を掲載（見える化）した上で、市民に施設を選

択してもらうことで、公平性を担保

ホームページ・

SNS・アプリ等

による周知

申請方法

申請・予
約方法

【方法】

⚫ 利用を希望する場合は、市に申請書を提出

➢ 市が一括導入した電子申請システムを活用して、オンラインで申請可能（入力は5～10分程度で完了）

【申請承認】

⚫ 担当課で申請内容を確認後、決定通知書の電子データを申請時に登録された申請者のメールアドレスに送付

予約方法

【予約方法】

⚫ 自治体へ利用申請をする前に申請者が事業所へ直接電話で連絡を取り仮予約取得

⚫ 市の承認後に決定通知書を利用施設及び利用申請者に送付することで正式決定

広域連携の

構築
⚫ 他市の施設については、都道府県の広域連携ではなく、市が個別に契約

実施体制
の整備

専門職配置
【看護職の配置】

⚫ 生後3か月未満の乳児を受け入れる際には、助産師を配置

3.事業対象者の考え方

対象者・利用要件

【対象者】

⚫ 産後ケア事業がユニバーサル化される前から、要綱で定める条件を満たした方は利用を承認してきたため、ユニバーサル化前

から実質的に申請を断ったケースはない
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京都府京都市（３/３）

配慮が必
要な対象
者の受入

きょうだい児・

多胎児

【流産や死産等を経験された方】※令和7年度までは流産・死産のみ対象

⚫ 流産や死産等を経験された方の受入が可能と回答した施設一覧を取りまとめ、市のホームページ上で公開

⚫ 実施事業所にも他の母子を同時に受け入れない等の配慮を依頼

⚫ 申請フォームから新生児の記入欄を削除するなど、流産・死産等を経験された方向けに別途特別な様式を作成

流産や死産等

を経験された

方/医療的ケア

児、その他

【きょうだい児】

⚫ 事業所の受入体制によって、きょうだい児の利用も認めている事業所も存在

【多胎児】

⚫ 多胎児を受け入れる場合には、事業所への委託料の加算制度を用意

４.安全と質の担保に資する取組

マニュアル

【作成方法・内容】

⚫ 既存の仕様書とは別に、市の職員で「京都市スマイルママ・ホッと（産後ケア）事業における安全管理マニュアル」を作成

⚫ 国のガイドラインを参考に内容を規定

⚫ 市独自の項目として、要綱に定める事業所を選定する際の基準を掲載

【周知方法】

⚫ 市で作成したマニュアルを事業所に専用のポータルサイトで案内

⚫ 事業所ごとに安全に関するマニュアルの作成・準備を依頼（基本的には市のマニュアルに準ずるケースが多い）

➢ 事業所で作成したマニュアルは市に提出いただくよう依頼

マニュアルの

作成・周知方法

支援が必
要な対象
者の把握

把握方法

【実施事業所との連携】

⚫ 利用者が利用申請で記入した内容を踏まえ、必要に応じて、事前に産後ケア事業実施事業所へ情報提供書を送付

支援のための

関係機関との

情報連携

【担当職員の工夫】

⚫ 伴走型相談支援や母子手帳交付時の面談の際に、支援が必要な方や不安が強い方等については保健師から事業を案内

⚫ その他、４か月児健診や８か月児健診時等でも産後ケア事業の利用が望ましい方に周知
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京都府京都市（参考資料）

事業チラシ
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京都府京都市（参考資料）

京都市スマイルママ・ホッと（産後ケア）事業における安全管理マニュアル（１/６）

要綱において定められている委託先

事業所選定基準について、マニュア

ル内にも掲載
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京都府京都市（参考資料）

京都市スマイルママ・ホッと（産後ケア）事業における安全管理マニュアル（２/６）
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京都府京都市（参考資料）

京都市スマイルママ・ホッと（産後ケア）事業における安全管理マニュアル（３/６）
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京都府京都市（参考資料）

京都市スマイルママ・ホッと（産後ケア）事業における安全管理マニュアル（４/６）
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京都府京都市（参考資料）

京都市スマイルママ・ホッと（産後ケア）事業における安全管理マニュアル（５/６）



54

京都府京都市（参考資料）

京都市スマイルママ・ホッと（産後ケア）事業における安全管理マニュアル（６/６）
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三重県桑名市（１/３）

人口・出生数

１.自治体の基本情報

人口：139,563人 出生数：740人

(令和5年1月1日時点※) (令和5年1月1日~12月31日※）
産科医療機関/
助産所数

産科医療機関数：3か所 助産所数：2か所

実施類型 ショートステイ型、デイサービス型、アウトリーチ型 委託先
産科医療機関：5か所（市外2か所）

その他：三重県助産師会、産後専門デイケア、NPO法人への委託

2.産後ケア事業に係る基本情報

周知広報

【母子との面会時の周知】

⚫ 妊娠届や８か月面談実施時、妊婦訪問、出生届時、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）のタイミング等

で対面した際に産後ケア事業の案内を実施

✓ 市民の利便性に配慮し、市内外を問わず、契約可能な事業所と個別契約を実施

✓ 市で作成したマニュアルの内容を事業者を集めた会議体で共有し、継続的な見直しを実施

専門職配置

【看護職以外の専門職の配置】

⚫ 一部の産後ケア事業実施事業所では心理職による相談・カウンセリングを提供

⚫ 理学療法士が在籍する医療機関もあり、産後の姿勢改善や腰痛等に対応する骨盤ケアを提供

⚫ 実際の専門職の配置状況については事業者に対する年１回のアンケートによって把握

⚫ 市民の利便性に配慮し、利用者が通所可能であれば市内外を問わず、産後ケア事業実施事業所と個別契約を実施

➢ 近隣市町村の委託料を参考に調整し、桑名市としての単価を設定

➢ 複数自治体と契約している事業所においては、運営方法も自治体によって異なるため調整に苦慮

・交流会を開催し、事業所へ運営方法、次年度の変更点や伝えたい事を周知、意見交流の実施

実施体制
の整備

★広域連携の

構築

自治体の保健

師等による

周知

※人口動態調査※住民基本台帳

取組のポイント

★トピック項目
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三重県桑名市（２/３）

申請

申請・予
約方法

【方法】

⚫ 利用申請書を市に提出

➢ 市役所窓口あるいは保健師・助産師の訪問時に申請

➢ 母親が窓口まで来所することが難しいケースにおいては、家族による申請も受付

⚫ 妊娠期の入院医療機関において、出産後早期から産後ケア事業の利用を希望するケースもあるため、妊娠32週からの申請

を許可

【申請承認】

⚫ 申請時に、本人や家族から聞き取りを実施し、状況を把握

➢ 妊娠中に申請があった場合は、出生届提出時や乳児家庭全戸訪問事業（赤ちゃん訪問）での訪問時に状況を把握

⚫ 保健師が申請者をアセスメントした後に課内でカンファレンスを実施。2週間程度を目途に、産後ケア事業利用承認通知書

と利用券を利用者に郵送

予約方法
【予約方法】

⚫ 市から承認通知書を受領した後、利用者が産後ケア事業実施事業所に直接電話し、予約枠を確保

3.事業対象者の考え方

支援が必
要な対象
者の把握

【他課との連携】

⚫ 母子保健担当の保健師で把握した養育支援を要する妊婦や特定妊婦について児童福祉の担当者にも共有し、常時、相

互に密な連携を構築

⚫ 障害福祉・生活困窮・国民健康保険・戸籍・子育て支援部門等から、配慮を必要とする妊産婦を含む家庭の把握など情

報連携を実施

把握方法

【医療機関との連携】

⚫ 妊産婦健診や助産師との面談等を通じて把握された、家族の支援が少ない、育児手技の獲得が難しい、EPDSの点数が高

い等のハイリスクな母親と子等の情報については、医療機関側から随時電話で連絡

⚫ 医療機関から配慮が必要であると情報提供を受けた母子に関しては、訪問や電話相談を通じて、産後ケア事業や育児相

談の利用を勧奨

支援のための

関係機関との

情報連携
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三重県桑名市（３/３）

配慮が必
要な対象
者の受入

【生活保護、要保護・要支援児童世帯】

⚫ 生活保護世帯や市民税非課税世帯においては産後ケア事業の利用料を無償化

⚫ 市が必要と認めた要保護・要支援児童世帯についてもクーポンを発行し無償化

流産や死産等

を経験された

方/医療的

ケア児、その他

４.安全と質の担保に資する取組

研修の実施

【評価指標】

⚫ 国のガイドラインに記載されている指標を参考に、産後ケア事業の認知度や妊娠・出産について満足しているか、桑名市で子

育てをしたいと思うか、ゆったりとした気分で児と過ごす時間があるか等を設定

【回答方法】

⚫ 利用者アンケート（アンケート用紙もしくはオンライン）によって聴取

マニュア
ル

【作成方法・内容】

⚫ 桑名市の実施要項をもとに、「産後ケア事業の手引き」（参考資料：桑名市産後ケア事業の手引き ）として取りまとめている

➢ 請求の締め日等、事務手続きの理解が深まるように作成

➢ 日報の作成のほか、緊急性の高い母子の情報連携については別途地区担当保健師への連絡を規定

【周知方法】

⚫ 事業者交流会（年１回開催）で周知・意見交流、その後、市で作成した手引書を年1回事業所へ配布

➢ 交流会では産後ケア事業実施時の困りごとについても聴取し、意見の反映や様式類の改善等につなげている

★マニュアルの

作成・周知方

法

【産後ケア事業実施者向け研修】

⚫ 年1回産後ケア事業実施事業所を対象として、令和6年度「周産期メンタルヘルスの基礎知識」、令和7年度「愛着形成に

ついて」をテーマとした研修会を実施し、質の担保を図る

【交流会の実施】

⚫ 令和6年度から年1回、現地とWEBのハイブリッドで産後ケア事業実施者との事業者交流会を実施。

市からのお知らせだけではなく、実施者が実務を行う中で感じた様々な意見を交換。新たな気づきや今後検討が必要な内

容の把握・事業の見直しに寄与

評価指標・

測定方法
評価指標
の運用
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三重県桑名市（参考資料）
桑名市産後ケア事業の手引き  １/５
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三重県桑名市（参考資料）
桑名市産後ケア事業の手引き  ２/５



60

三重県桑名市（参考資料）
桑名市産後ケア事業の手引き  ３/５



61

三重県桑名市（参考資料）
桑名市産後ケア事業の手引き  ４/５
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三重県桑名市（参考資料）
桑名市産後ケア事業の手引き  ５/５
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大阪府大阪市（１/３）

人口・出生数

１.自治体の基本情報

人口：2,741,587人※住民基本台帳  出生数：17,795人 ※人口動態調査

(令和5年1月1日時点※) (令和5年1月1日~12月31日※)
産科医療機関/
助産所数

産科医療機関数：140か所 助産所数：194か所

実施類型 ショートステイ型、デイサービス型、アウトリーチ型 委託先

産科医療機関：36か所（市内26か所）

助産所：31か所（市内19か所）

小児科医療機関：2か所

その他、産後ケアセンター、府助産師会施設等

2.産後ケア事業に係る基本情報

✓ アウトリーチの利用ニーズに対応

✓ 市の求める実施基準を提示、施設・設備の状態を実地調査により確認

✓ 府の様式を活用し、医療機関や他自治体と情報連携

★実施事業所

の確保

【実施事業所】

⚫ 市内の事業所との契約が多数

⚫ 小児科医療機関２施設と契約

➢ うち、１施設は、産科・小児科を標榜しているため、月齢に応じて産科・小児科病棟での受入を調整

⚫ 産後ケア事業の利用者が急増しており、特にアウトリーチ型の利用が増加

➢ アウトリーチ型の需要に応える形で、上限回数を3回から5回に拡大

➢ 市内の助産所の開設も増え、アウトリーチ型の事業開始申請が増えており、契約施設を増やし利用者ニーズに対応

【委託先事業所選定基準】

⚫ 新たにショートステイ型・デイサービス型において事業所から事業実施の応募があった場合は、実施体制や施設情報を取りまと

めた実施基本計画書を事業所から市に提出する

➢ 仕様書・募集要項に記載の実施要件を満たしているか、市の職員が施設の実地調査を実施

➢ 契約更新の際の申請書にも上記の満たすべき基準を取りまとめたチェックリストを掲載、事業者側に記入してもらい、

書面確認（詳細は、参考資料「産後ケア事業業務委託契約更新申請書」参照）

➢ 利用者から苦情が多く寄せられる施設においても実地調査を実施

実施体制
の整備

取組のポイント

★トピック項目

⚫ 令和５年度より利用者数の増加に伴い実施事業所のエリアを府内に拡大し市外の産後ケア実施事業所と個別に契約を締結
広域連携の

構築
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大阪府大阪市（２/３）

周知広報
【母子との面会時の周知】

⚫ 母子健康手帳交付時の面談がメインになるが、妊娠８か月頃の面談や乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事

業）での訪問時等利用前後のタイミングでも母子と接触する機会があれば案内

自治体の保健

師等による

周知

申請
申請・予
約方法

【方法】

⚫ 各区の保健福祉センターに申請書を提出

➢ 妊娠8か月以降から申請が可能

⚫ 電子申請と紙の申請用紙を併用しており、アウトリーチ型の場合のみ電子申請可能（参考資料：利用案内チラシ参照）

➢ ショートステイ型・デイサービス型の場合は、事前に保健師の面談を実施するため対面申請

➢ 出産前後の申請者もいるため、本人の状況に合わせて郵送での提出も可

• 職員の訪問による面談や、入院中のケース等では電話での聞き取りにて確認を行う等の対応も実施

【申請承認】

⚫ 保健福祉センターより申請者に利用登録承認通知書を送付

予約方法
【予約方法】

⚫ 利用登録承認通知書が届いた後、希望する施設に申請者が直接電話連絡

3.事業対象者の考え方

支援が必
要な

対象者の
把握

【医療機関との連携】

⚫ 出産時や妊婦健診時に気になる妊産婦がいる場合は、医療機関から府指定の「要養育支援者情報提供票」によって情報

連携（詳細は、参考資料「要養育支援者情報提供票」を参照）

【他自治体との連携】

⚫ 大阪市から他市に里帰りするケースでは「要養育支援者情報提供票」を活用し、当該自治体に情報提供

★支援のため

の関係機関と

の

情報連携

配慮が必
要な対象
者の受入

【きょうだい児】

⚫ きょうだい児の利用に対する補助はしていないが、一部助産所では受入は可能
きょうだい児・

多胎児

【流産や死産等を経験された方】

⚫ 利用実績あり

【医療的ケア児】

⚫ アウトリーチ型で医療的ケア児の利用実績あり

流産や死産等

を経験された

方/医療的ケア

児、その他
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大阪府大阪市（３/３）

４.安全と質の担保に資する取組

評価指標
の運用

【評価指標】

⚫ 利用者満足度、安心して子育てできるようになったか、利用料は適切であったか、心配なこと・不安なこと等を指標に設定

【回答方法】

⚫ 利用者アンケートにて聴取

⚫ 実施報告書への利用者のサイン時に合わせてアンケート記入を依頼するため、回収率はほぼ100%

評価指標・

測定方法

マニュア
ル

【作成方法・内容】（詳細は、参考資料「大阪市産後ケア事業に係る安全に関するマニュアル」を参照）

⚫ 令和６年度、大阪府が主導して産後ケアワーキングを立ち上げ

➢ 市町村と産婦人科医をはじめとする医療機関団体の医師が参加し、府の安全管理マニュアルのひな形を作成

➢ 府のマニュアルを利用するかは各市町村にて検討、利用する場合には各市町村の事情に応じた内容を追記して活用

⚫ 事故防止や児の預かり、緊急時の対応方法等の安全管理に係る内容に関して、国のガイドラインの内容を上段、府で統一

した具体的な対応方法を下段という形で整理して記載

⚫ 市としては閉庁日における緊急時の連絡先を明記

【周知方法】

⚫ 実施事業所に市のマニュアルを送付し、医療機関の場合は既存の安全管理マニュアルと併用するように依頼

マニュアルの

作成・周知方

法

⚫ 契約時に産後ケア実施事業所に連携確認書を提出してもらい、契約更新時に事業者が提出するチェックリストにも医療機

関に継続協力の実施を確認している旨の項目を設定

緊急時の連携医療機関の

整備
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大阪府大阪市（参考資料）

利用案内チラシ

✓ 申請画面に遷移する

二次元コードを添付
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大阪府大阪市（参考資料）

産後ケア事業業務委託契約更新申請書

✓ 施設が満たすべき要件がチェック

リスト形式で記載
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大阪府大阪市（参考資料）

大阪市産後ケア事業に係る安全に関するマニュアル（一部抜粋）

✓ 各項目について上段に国のガイドラインの記載を引用

し、基本的な考え方を確認

✓ 一方で下段には府として統一した具体的な対応マ

ニュアルを作成
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大阪府大阪市（参考資料）

要養育支援者情報提供票＜妊婦版＞
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大阪府大阪市（参考資料）

要養育支援者情報提供票＜産婦・乳幼児版＞（１/２）
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大阪府大阪市（参考資料）

要養育支援者情報提供票＜産婦・乳幼児版＞（２/２）
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奈良県奈良市（１/４）

人口・出生数

１.自治体の基本情報

産科医療機関/
助産所数

産科医療機関数：8か所 助産所数：9か所

実施類型 ショートステイ型、デイサービス型、アウトリーチ型 委託先 産科医療機関：6か所（市内4か所）助産所：8か所（市内4か所）

2.産後ケア事業に係る基本情報

周知広報

【母子との面会時の周知】

⚫ 母子健康手帳交付時や妊婦健診、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）といった対面相談の機会に産後

ケア事業に関する案内を実施

【関係機関での広報】

⚫ 委託先である市内の産科医療機関や助産所において事業の案内を積極的に実施してもらうよう依頼

⚫ 市のホームページや住民だよりでの周知、医療機関内でのポスター掲示によって事業の情報が住民の目に触れる機会を活用

✓ 4か月以降の児の受入に際し、設備や食事に関する市独自の安全基準を作成し、委託契約時に現地で確認

✓ 利用者向けアンケートの内容を分析し、事業者への改善点のフィードバックや研修内容の充実に活用

✓ 里帰りや流産や死産等を経験された方の利用も受入

★実施事業所

の確保

【委託先事業所選定基準】

⚫ 4か月以上の月齢の児を受け入れる事業所に対しては、委託契約時に市独自で作成した「安全基準確認項目」を満たして

いるか現地視察を行って確認（詳細は、参考資料「産後ケア事業運営マニュアル（２/７）」を参照）

➢ ベビーベッドの柵の設置や、転倒に備えたジョイントマットの設置といった、動きの大きい4か月以上の児の受入に関す

る安全対策を確認

➢ その他食事・ミルク提供時の注意点や玩具の調達等に関する基準も記載

【課題】

⚫ 事業の目的は「在宅復帰後も安心して子育てできるためのサポートの提供」であるが、休息を希望する利用者に対し目的を

上手く伝えることが難しい

➢ 事業案内のチラシに、主に託児を希望する場合は、一時預かり等の市の他事業の活用を勧める記載を付記して周知

【他自治体施設との契約】

⚫ 天理市や生駒市といった近隣市の施設と個別に契約を締結

実施体制
の整備

広域連携の

構築

自治体の保健

師等による周

知

人口：351,418人 出生数：1,770人

(令和5年1月1日時点) (令和5年1月1日~12月31日)

※人口動態調査※住民基本台帳

取組のポイント

★トピック項目
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奈良県奈良市（２/４）

申請

申請・予
約方法

【方法】

⚫ 利用を希望する場合は、申請者から市に対して利用申請

➢ 申請数の増加に伴い令和７年度よりオンライン申請を開始、現状ほぼ100%のケースでオンライン申請を活用

➢ オンライン申請が難しい場合は電話での申請も可

⚫ 妊娠28週より申請が可能であるが、その場合は出産後に児の出生確認のため再度申請が必要

【申請承認】

⚫ 市から申請者に連絡し、産後の状況や困りごとの有無確認と、産後ケアの利用方法の説明を実施

⚫ 利用が認められる場合は、市から申請者に対して利用承認通知書を郵送

予約方法

【予約方法】

⚫ 利用承認通知が届いた後、申請者が直接希望施設に連絡し予約

➢ 予約方法はLINEやホームページ上でのオンライン予約、電話連絡等、施設により異なる

3.事業対象者の考え方

支援が必
要な対象
者の把握

【担当職員の工夫】

⚫ 母子健康手帳交付に際した面談時に保健師が支援の必要な方を把握

⚫ 妊娠届の下部に付帯しているアンケートを用いて全数把握（参考資料：利用者アンケート参照）

➢ アンケートにおいては支援者の有無や精神科の既往歴、妊娠時の気持ち等を聴取しており、回答結果からハイリスク

者を抽出

把握方法

【医療機関との連携】

⚫ 妊婦健診や産後２週間の健診等において、不安の強い母子等の支援が必要とみられるケースについては、医療機関側から

施設ごとのフォーマットで情報提供

支援のための

関係機関との

情報連携
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奈良県奈良市（３/４）

配慮が必
要な対象
者の受入

【他自治体へ里帰りしている方の利用】

⚫ 奈良市民が他自治体に里帰りしているケースにおいても利用を助成

⚫ 還付申請はオンライン上で実施可能。利用翌月の20日までの申請で、翌々月末に還付

➢ 長期の里帰りになる場合は、里帰り先自治体に対して乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の実施

を全件依頼

➢ メンタルの不調が見られる母子の場合は里帰り先に情報連携を依頼

【奈良市に里帰りしている方の利用】

⚫ 令和７年度より奈良市に実家があれば、奈良市民と同条件での産後ケア事業の利用を認可

★里帰りしてい

る母子

【流産や死産等を経験された方】

⚫ 令和７年度より事業対象となっており全類型で利用可能

⚫ 通常のケアと別の個室を準備し、こどもの声が聞こえないような配慮を実施できる施設のみ受入を実施

★流産や死産

等を経験され

た方/医療的

ケア児、その他

４.安全と質の担保に資する取組

★研修の実施

【産後ケア事業実施者向け研修】

⚫ 市町村職員、事業者それぞれに対し年１回の研修を実施

➢ 研修を本格的に実施したのは数年前からであり、外部講師を招いて実施

➢ 講師は毎年異なり、県内外の医師等に依頼

⚫ 研修のテーマについては利用者アンケート等で浮かび上がった事業運営上の課題をもとに決定

➢ 令和７年度は産後ケア事業実施者が知るべき周産期メンタルヘルスケアのポイントというテーマで研修を実施

• オンラインでの講演形式で、産婦人科医が登壇

• 委託先事業所13施設、18名が参加

➢ 令和６年度は「授乳ケアの方法について」をテーマに研修を実施

⚫ 研修の効果は受講者向けアンケートを実施して把握
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奈良県奈良市（４/４）

評価指標
の運用

【評価指標】

⚫ 満足度、心身の負担感の軽減、利用前に期待していた支援と利用後満足できた内容等を聴取

【回答方法】

⚫ オンライン上で利用者向けアンケートを実施

➢ 利便性向上の観点から、令和７年度より紙からオンラインでの実施に切り替え

（詳細は、参考資料「利用者アンケート」を参照）

【分析】

⚫ アンケートの回答結果は市で分析し、事業所別に結果を伝えて、改善点をフィードバック

マニュア
ル

【作成方法・内容】

⚫ 市独自で、「産後ケア事業運営マニュアル」を作成（詳細は、参考資料「産後ケア事業運営マニュアル」を参照）

➢ 事務手続きの具体的な流れや方法、安全に関する対応事項について記載

➢ 市独自の安全基準確認項目について、マニュアルにおいても掲載

【周知方法】

⚫ マニュアルの内容については毎年２月に開催される事業者との連絡会の際に説明

⚫ 契約時に全施設を訪問してマニュアルの実物を見ながら説明

マニュアルの

作成・周知方

法

★評価指標・

測定方法

⚫ 緊急時の対応に関して奈良県総合医療センター、市立奈良病院に市が依頼文を提出緊急時の連携機関の整備
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奈良県奈良市（参考資料）

利用者アンケート（１/２）
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奈良県奈良市（参考資料）

利用者アンケート（２/２）
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奈良県奈良市（参考資料）

産後ケア事業運営マニュアル（利用に至る手続き面抜粋）（１/７）

✓ 流産や死産等を

経験された方の

場合は利用記録

の様式を分けてい

る。
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奈良県奈良市（参考資料）

産後ケア事業運営マニュアル（安全に関する記載抜粋）（２/７）
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奈良県奈良市（参考資料）

産後ケア事業運営マニュアル（安全に関する記載抜粋）（３/７）
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奈良県奈良市（参考資料）

産後ケア事業運営マニュアル（安全に関する記載抜粋）（４/７）
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奈良県奈良市（参考資料）

産後ケア事業運営マニュアル（安全に関する記載抜粋）（５/７）
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奈良県奈良市（参考資料）

産後ケア事業運営マニュアル（安全に関する記載抜粋）（６/７）
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奈良県奈良市（参考資料）

産後ケア事業運営マニュアル（安全に関する記載抜粋）（７/７）
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福岡県中間市（１/３）

人口・出生数

１.自治体の基本情報

人口：39,912人  出生数：205人

(令和5年１月１日時点※) (令和5年1月1日~12月31日※)
産科医療機関/
助産所数

産科医療機関数：1か所 助産所数：2か所

実施類型 ショートステイ型、デイサービス型、アウトリーチ型 委託先
産科医療機関：6か所（市内1か所）

助産所：49か所（市内2か所）※県助産師会との契約含む

その他：NPO法人

2.産後ケア事業に係る基本情報

✓ 近隣４自治体による協議会を開催し、集合契約の締結や様式の統一等を実施

✓ 事業者との契約時に満たすべき要件のチェックリストの提出を求め、協議会で内容を確認することで施設の質担保を図る

★実施施設の

選定・基準

【実施事業所】

⚫ 出産した病院を退院後すぐに産後ケア事業も利用できることが利用者の利便性にもつながるため、広域での契約を進める

【委託先事業所選定基準】

⚫ 国のガイドラインや県の調査を参考に作成した「遠賀中間地域産後ケア事業確認書」（参考資料〇ページ参照）に、満た

すべき基準をチェックリスト形式で掲載しており、産後ケア事業実施事業所側で確認し提出

⚫ 他自治体の統一例も参考に、令和8年度からの委託料の統一を予定

自己負担額は遠賀郡４町との協議会において全市町統一

実施体制
の整備

※住民基本台帳 ※ 人口動態調査

★トピック項目

取組のポイント

【他自治体施設との契約】

⚫ 遠賀郡4町（芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町。以降、「遠賀郡４町」という。）と中間市で12施設と集合契約を締結。

このほか、県助産師会に所属している施設、出産数の多い北九州市の産科医療機関と個別に契約

➢ 従来より遠賀郡４町とは連携体制を構築しており、予防接種やがん検診等保健事業に関して集合契約を締結

➢ 産後ケア事業もその一環で令和３年度より連携を実施

➢ 遠賀郡4町と月1回の協議会を実施、様式の検討や契約施設の選定について協議。ただし、県助産師会所属施設

の契約は遠賀郡４町で協議はせず随時契約が追加される。

⚫ 協議会の事務局は各市町で毎年持ち回り制。協議会では保健事業全体について議論

⚫ 協議会においては各市町で状況が異なるため、意見の調整に時間を要することもある。各市町での意向が異なった場合、産

後ケア事業の推進や利用者の利便性向上という共通の観点を判断の基準として、合意形成を図る。

★広域連携の

構築
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福岡県中間市（２/３）

周知広報

【母子との面会時の周知】

⚫ 母子健康手帳交付時、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）で対面した際に案内

⚫ 母乳で育児をしていない場合は産後ケア事業の対象外と理解している方もいるため、乳幼児健診の保健相談の場で事業の

趣旨や受けられるサービスについて説明

【関係機関での広報】

⚫ 産後ケア事業実施事業所にチラシの掲示を依頼し情報発信

自治体の保健

師等による周知

申請方法
申請・予約
方法

【申請方法】

⚫ 申請書は郵送か窓口での提出が可能であるが、窓口での手続きが主流

⚫ 妊娠32週以降であれば申請は可能

予約方法
【予約方法】

⚫ 利用を希望する施設に利用者が直接電話連絡し、日程調整等を実施。利用者は予約時にアレルギーの有無を伝える。

【子育てアプリを活用した情報発信】

⚫ 一部の案内・連絡に母子手帳アプリも活用

ホームページ・

SNS・アプリ等に

よる周知

3.事業対象者の考え方

支援が必
要な対象
者の把握

【医療機関との連携】

⚫ EPDSの点数が高い等ハイリスクな母親は産後ケア事業の実施有無にかかわらず産科医療機関から支援依頼に関する連絡

を受けることになっているため、市町の保健師・助産師が妊婦と連絡をとり状況を確認

➢ 県が「母子保健支援連絡票」を作成し、共通フォーマットで情報共有

支援のための

関係機関との

情報連携

【流産や死産等を経験された方】

⚫ 妊婦のための支援給付金の申請時に、流産や死産等を経験された方に対しても必要に応じて産後ケア事業の情報提供

➢ 申請書の様式は通常と同様であるが、施設が事前に実施する利用者アンケートにおいては児の情報の記載等の項

目を調整する等配慮を実施

➢ 令和７年度デイサービスを利用したケースは個人の助産院だったため、他の利用者と面会することなくケアを提供

【医療的ケア児】

⚫ 医療的ケア児については医療的ケア児の支援を専門に取り扱うNPO法人と産後ケア事業の契約をしているため、当該施設で受入可能

流産や死産等を

経験された方/

医療的ケア、そ

の他

配慮が必
要な対象
者の受入
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福岡県中間市（３/３）

４.安全と質の担保に資する取組

研修の実施

【その他研修の案内】

⚫ 県が主催する産後ケア事業の研修はオンラインで受講できるため、事業者にも案内

【勉強会の実施】

⚫ 事業開始当初は年１回遠賀郡４町と産後ケア事業実施事業所が集まりケース共有を実施

【情報共有の実施】

⚫ 県助産師会所属施設との契約開始に伴い、契約助産所数が急増し市内の産後ケア事業実施事業所が集まることは難し

いが、事業実績報告の内容と事業者側の要望を取りまとめた資料を年１回共有し、遠賀郡４町各市町が委託する産後

ケア事業実施事業所と情報共有を実施

評価指標
の運用

【評価指標】

⚫ 施設や提供サービスに対する満足度、不満や要望については自由記載として項目を設定している。

【回答方法】

⚫ 利用券にアンケートの二次元コードを添付して利用後アンケートを実施している。

マニュアル

【作成方法・内容】

⚫ 福岡県の作成したマニュアルはあるが、協議会の場において遠賀郡4町と協議して別途作成

➢ 利用決定から終了後までの事務手続きに関する記載がメインであるが、緊急時の連絡体制なども記載

【改善・見直し】

⚫ 内容については毎年更新しており、事故発生時の対応については県のマニュアルに準ずる形に更新していく予定

マニュアルの

作成・周知方法

評価指標・

測定方法

評価結果の

分析・活用
⚫ 回答結果は各市町で回収・分析し、各年度の事務局担当自治体が取りまとめ、契約更新時に事業者に紙ベースで共有
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福岡県中間市（参考資料）

遠賀中間地域産後ケア事業確認書
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福岡県中間市（参考資料）

遠賀中間地域産後ケア事業確認書



90

福岡県中間市（参考資料）

遠賀中間地域産後ケア事業確認書
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福岡県久留米市（１/３）

人口・出生数

１.自治体の基本情報

人口：302,383人※住民基本台帳  出生数：2,170人※人口動態調査

(令和５年3月末日時点)※ (令和５年1月1日~12月31日)※
産科医療機関/
助産所数

産科医療機関数：14か所 助産所数：9か所

実施類型 ショートステイ型、デイサービス型 委託先
産科医療機関：9か所（市内） 助産所：4か所（市内3か所、市外1か所）

精神科医療機関：1か所（市内）乳児院：1か所（市外）

産後ケア専門施設：1か所（市外）

2.産後ケア事業に係る基本情報

✓ 精神科医療機関に産後ケア事業を委託

✓ SNSを活用した個別相談、利用者アンケートを実施し事業の改善や質の向上に活用

★専門職

の配置

【看護職以外の専門職の配置】

⚫ 産後ケア事業を委託している精神科医療機関では、看護職だけでなく、精神科医、産婦人科医、ソーシャルワーカーなど多

職種が関与（１歳未満まで受け入れ可）

精神科医療機関では病棟に産科の標榜はないが、周産期メンタルヘルスに力を入れており、産科の医師も配置

実施体制
の整備

★トピック項目

取組のポイント

周知広報

【母子との面会時の周知】

⚫ 産後ケア事業のチラシを、妊娠届出時、出生届提出時、および乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）での

訪問時に配布している。また、産後ケア事業実施事業所側から直接利用者に産後ケア事業の利用を案内するケースも多い

➢ 家族から産婦のメンタル不調について相談があった場合も、産後ケア事業の利用を推奨

自治体の保健

師等による周知

【子育てアプリを活用した情報発信】

⚫ 令和８年度より電子版母子健康手帳の導入を検討しており、導入後はアプリを通じた周知を計画

【SNSを活用した情報発信】

⚫ 妊娠期から継続的な支援が必要と判断された利用者に対しては、LINEを通じた個別相談も実施しており、ケースによっては

産後ケア事業の利用を紹介

★ホームページ・

SNS・アプリ等に

よる周知

申請

【方法】

⚫ 利用希望日の2週間前までに、郵送・窓口にて申請書を提出、または電子申請にて申請

申請は妊娠32週以降から可能

⚫ 申請後、申請者は市へ電話をかけ、市の担当者が事業内容を説明

申請・
予約方法
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福岡県久留米市（２/３）

申請・
予約方法

予約方法
【予約方法】

⚫ 出産した医療機関以外で産後ケアを利用する場合は、市が利用者と事業所の間に入り、日程調整や予約を実施

3.事業対象者の考え方

支援が必
要な対象
者の把握

【担当職員の工夫】

⚫ 妊娠届出提出時に保健師または助産師が妊婦と面接し、アセスメントを実施

・ハイリスク者を早期に把握する重要な機会になる

・アセスメントの結果、継続的な支援が必要と判断された妊婦に対しては、妊娠期から電話や訪問を通じて継続的にコンタ

  クトを取り、必要時産後ケア事業の利用を勧奨

把握方法

【医療機関との連携】

⚫ 福岡県が作成した情報連携フォーマットをベースに、市が独自に確認したい項目を追加した様式を作成し、市内の医療機関

との間で情報連携している

⚫ 市外の医療機関との連携については、主に電話連絡での対応となる

⚫ 久留米市民が他市に里帰りした際に、里帰り先の医療機関から産婦健診の結果、メンタル不調が懸念されるといった情報

連携を電話で受けるケースもある

【実施事業所との連携】

⚫ 産後ケア事業利用時には、利用者の妊娠の経過、出産時や産後の状況などを事業所に伝達

また、実施事業所からは、気になる情報や産後ケア事業中の利用者の状況を市に報告

➢ 産後ケア事業の実施報告書を通じて、利用者の状況なども市が把握できる体制となっている

➢ 情報連携の窓口となる専門職は、事業所によって異なるが、助産師や看護師が多い。精神科医療機関ではソーシャ

ルワーカーが窓口の場合もある

支援のための

関係機関との

情報連携

配慮が必
要な対象
者の受入

【メンタルに不調を抱える方】

⚫ 精神科医療機関での産後ケア事業

➢ メンタル不調を抱える方が利用を希望する際は、精神科医療機関の受診が適切か、産後ケア事業での対応が可能

か精神科医療機関でアセスメントを行う

➢ 精神科医療機関で産後ケア事業を利用する者については、産後ケアを実施した際の利用者の状況や診察結果等

医療機関側と情報を連携

➢ 家族からの相談や、利用者に精神科の既往があるケースなどの場合は、市から精神科医療機関での産後ケア事業

利用を勧めることがあり、年間数件程度の産後ケア事業利用実績あり

➢ 精神科医療機関では、産後ケア事業とは別にメンタルに不調を抱える方向けの教室なども独自に実施しており、産

後ケア事業利用後にこれらの教室へ移行し、地域生活を継続するための支援も行われている

★流産や死産

等を経験された

方/医療的ケア、

その他
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福岡県久留米市（３/３）
４.安全と質の担保に資する取組

評価指標
の運用

【評価指標】

⚫ アンケート項目は、利用者の年齢区分、利用時期（産後何か月か）、産後ケア事業を知ったきっかけ、利用したサービスとそ

の理由、利用後の効果・課題改善状況（5段階評価）、利用中に受けたケアの内容（休息、育児手技など）、利用した

サービスの満足度、今後の利用意向、産後ケア事業に組み込んでほしいサービス 等

⚫ 利用したサービスの満足度等を評価指標に設定

【回答方法】

⚫ 令和5年度4月から利用者アンケートを実施。承認通知と同封して郵送し、アンケート用紙については二次元コードから回答

★評価指標・

測定方法

★評価結果の

分析・活用

【分析】

⚫ アンケート結果は、産後ケア事業実施事業所との連携会議でフィードバックし、事業の改善や質の向上に活用

⚫ 「産後ケアに組み込んでほしいサービス」の項目より、乳房ケア（32.4％）、きょうだい児との同伴利用（31.7%）、アウトリー

チ（28.9%）へのニーズが高いことが把握され、今後の事業展開に活用予定

➢ 乳房ケアについては、短い時間で乳房ケア単体で気軽に利用できるようにすることへのニーズが高い

【効果】

⚫ 利用後の効果・課題改善状況については、5段階評価で「改善された」「やや改善された」と回答した利用者が94.0％を占め

ており、事業の高い効果と満足度が確認されている。「改善されなかった」「あまり改善されなかった」と回答した利用者は

1.7％に留まる。

マニュアル

【作成方法・内容】

⚫ 県のマニュアルは、国のガイドラインをもとに県医師会や県助産師会の意見を聴取して作成され、安全対策など産後ケア事業

の実施に関する基本的な内容を掲載。県のマニュアルをベースに、市で緊急時連絡体制など必要な項目を追加し作成

➢ 事業所とは緊急時の対応を整備していることを前提に契約を締結

【周知方法】

⚫ 産後ケア事業実施事業所との連携会議で、全産後ケア事業実施事業所に対して周知

マニュアルの

作成・周知方法
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沖縄県豊見城市（１/４）

人口・出生数

１.自治体の基本情報

人口：65,954人  出生数：663人

(令和5年1月1日時点※) (令和5年1月1日~12月31日)
産科医療機関/
助産所数

産科医療機関数：1か所 助産所数：4か所

実施類型 ショートステイ型、デイサービス型、アウトリーチ型 委託先
産科医療機関：3か所（市外） 助産所：9か所(うち、市内4か所)

その他：助産師へのアウトリーチ型委託2か所、産後ケア施設

2.産後ケア事業に係る基本情報

✓ 業務委託契約書において提供するケアの内容を詳細に規定、委託先事業所選定基準について契約時に現地確認

✓ 利用者アンケートの結果を実施事業所にフィードバック、改善に向けた提案を実施

★実施事業所

の確保

【委託先事業所選定基準】

⚫ 安全性を担保するため、十分なスペースの確保、必要備品の配置等、施設基準を具体的に規定した「委託先事業者選定

基準」を設定

➢ 契約時は市職員が実際に施設を訪問して、基準を満たしているか確認

＜具体的な委託先事業所選定基準＞

〇ショートステイ型

➢ 居室：助産所の施設基準に則った専有面積（１組の母子入所で6.3平米以上）を確保する事

➢ カウンセリングを行う部屋、乳児の保育を行う部屋、その他事業の実施に必要な共有設備（トイレ、洗面所、浴室、

乳児用沐浴槽、談話室等共有スペース等）を有する事

〇デイサービス型

➢ ケアを提供する母子の人数に応じた十分な面積を確保できる事

➢ 個室、もしくはパーティション等により利用者毎に占有空間を設けている事

➢ 複数の母子が利用する際には、個別相談、授乳指導、授乳、休息等ができるスペースを確保できる事

➢ 休息が可能な簡易ベットを準備できる事

➢ その他事業の実施に必要な共有設備（トイレ、洗面所、浴室、乳児用沐浴槽、談話室等共有スペース等）を有す

る事

⚫ 業務委託契約書の中で産婦の健康管理や生活面の指導など、提供するケアの内容について規定し、ケアの質を担保

（詳細は、参考資料「豊見城市産後ケア事業業務委託契約書」を参照）

実施体制
の整備

※人口動態調査※住民基本台帳

★トピック項目

取組のポイント
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沖縄県豊見城市（２/４）

実施体制
の整備

申請
申請・予約
方法

【方法】

⚫ 現在は紙の申請書と母子の体調に関する利用前アンケートを記入の上、市の窓口に提出

➢ 市の他事業ではオンライン申請が多いが、産後ケア事業では市民の利便性向上のため、LINEの活用を検討しており、

令和８年度から市の公式LINEによる電子申請が可能となる見込み

➢ 申請の電子化後も乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）や電話等で申請者と面談する機会は確保

する予定

⚫ 妊娠中から申請可能としているが、妊娠中に申請した場合には、出産後に新生児の情報を記載する必要あり

【申請承認】

⚫ 申請内容に問題が無い場合は、市内の決済の後に申請者に承認通知を郵送

周知広報

【母子との面会時の周知】

⚫ 妊婦を対象とした保健事業「プレママさんとご家族の会」（両親学級）にて周知

⚫ 妊娠届・出生届の提出時に利用を案内

自治体の

保健師等による

周知

専門職の

配置

【看護職以外の専門職の配置】

⚫ つかまり立ちや寝返りをするこどもを受け入れる場合は、成長・発達や安全性の観点から保育士を配置する事業者が多い

⚫ 一部産科医療機関では常勤の心理職がおり、気になる産婦がいた場合に対応し、市と情報連携

支援が必
要な対象
者の把握

【医療機関との連携】

〇産科医療機関

⚫ 妊婦健診時や出産時に気になる所見がある場合に情報連携を受ける

➢ 産後うつなどのメンタルリスクのみならず、家族計画や高血圧の妊婦など、保健指導・生活指導等のフォローが必要と

思われる例については幅広にハイリスク者として情報連携を受ける

【実施事業所との連携】

⚫ 沖縄県が課題整理を進める中で、報告様式の統一等による事務の効率化が検討されている

支援のための

関係機関との

情報連携
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沖縄県豊見城市（３/４）

3.事業対象者の考え方

対象者・利用要件

【利用要件】

⚫ 現在は利用回数全４回であるが、令和８年度は予算増額により全７回となる予定

➢ 都道府県負担の導入を根拠として、市の主計部に利用回数を増やすよう交渉

⚫ 事業の対象は出産後1年以内だが、産科医療機関では安全性確保の観点で生後４か月までが対象

【産科医療機関との連携】

⚫ ハイリスク等地区保健師が関与するケースについて、産科医療機関へ情報連携

⚫ 電話等で医療機関から気になるケースについて情報提供を受けた場合には、市の産後ケア事業担当者から地区保健師へ連

絡し連携

➢ その他、課内の養育支援担当、子育て支援センター、家庭児童相談室等とも気になるケースについて共有

支援が必
要な対象
者の把握

把握方法

【他自治体へ里帰りしている方の利用】

⚫ 利用する事業所と個別に契約を締結して利用助成

【豊見城市に里帰りしている方の利用】

⚫ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）や保健師による個別訪問で対応

里帰りしている

母子

【流産や死産等を経験された方】

⚫ 流産や死産等を経験された方には妊婦のための支援給付金申請時に面談で産後ケア事業を案内

➢ 本人も産後ケア事業の対象であることを知らないケースが多い

➢ 利用者の心情に配慮しつつ、過去の利用事例などを紹介し利用につながった事例あり

• 当初は「産後」という文字に違和感を示されていたが、利用後はケアに満足している様子

➢ 申請書や利用案内は新生児の欄や記載のない特別な様式を別途用意

⚫ デイサービス型あるいはアウトリーチ型で受入

➢ デイサービス型実施施設の場合には他の利用者を受け入れないよう、施設側に配慮を依頼

➢ 母子手帳カバーを作成し、話をする中で想いや心の内を打ち明けてもらえるような場を提供している助産所も

流産や死産等を

経験された方/

医療的ケア児、

その他

配慮が必
要な対象
者の受入

【きょうだい児】

⚫ アウトリーチ型の場合はきょうだい児も対応可能

⚫ デイサービス型では事業者に交渉し、対応可能な事業所を１か所確保

きょうだい児・

多胎児
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沖縄県豊見城市（４/４）

４.安全と質の担保に資する取組

評価指標
の運用

【評価指標】

⚫ 予約手続きの利便性、産後ケア事業実施者の対応、施設内の環境、育児相談や授乳相談等の満足度、不安や悩みの

軽減度、心や体の負担の軽減度等を指標に設定

【回答方法】

⚫ 利用後アンケートとして二次元コードの付いた用紙を配布

➢ 令和８年度はLINEにプラットフォームを移行予定

【分析】

⚫ 産後ケア事業実施事業所との意見交換会の際に、アンケートの結果をフィードバック

➢ 令和７年度は他項目と比べて予約手続きに関する満足度が低かったため、事業所に対してオンライン予約の導入に

関して周知する等、改善のポイントについて説明

★評価指標・

測定方法

マニュアル

【作成方法・内容】（詳細は、参考資料「産後ケア施設等における安全基準マニュアル」を参照）

⚫ 市町村間でマニュアルにバラツキがあり作成が負担となっているという背景から、沖縄県が「産後ケア施設等における安全基

準マニュアル」を令和６年12月に作成

➢ 沖縄県が開催した作業部会にて市町村担当者や県助産師会の意見を収集して取りまとめ

⚫ 国のガイドラインをベースに、食事を提供する上でのアレルギーや誤嚥、窒息防止に対する配慮等、安全に関する内容を独自

に作成

➢ 実施事業所が対応すべき事項をチェックリスト形式で掲載

➢ 保育に関する安全配慮基準を参考に、産後ケア事業実施事業所に対し保育と同レベルの安全配慮基準を要求

【周知方法】

⚫ マニュアルの導入にあたっては、全事業所を訪問してマニュアルの内容を説明

⚫ 医療機関には別途、安全管理マニュアルが存在するが、産後ケア事業のマニュアルと併用するよう依頼

マニュアルの

作成・周知方法
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沖縄県豊見城市（参考資料）

産後ケア事業利用案内チラシ（母子向け） 産後ケア事業利用案内チラシ（グリーフケア向け）

児の記載について調整
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沖縄県豊見城市（参考資料）

豊見城市産後ケア事業業務委託契約書_別紙1：サービス内容の詳細（１/４）
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沖縄県豊見城市（参考資料）

豊見城市産後ケア事業業務委託契約書_別紙1：サービス内容の詳細（２/４）
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沖縄県豊見城市（参考資料）

豊見城市産後ケア事業業務委託契約書_別紙1：サービス内容の詳細（３/４）
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沖縄県豊見城市（参考資料）

豊見城市産後ケア事業業務委託契約書_別紙1：サービス内容の詳細（４/４）
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沖縄県豊見城市（参考資料）

産後ケア施設等における安全基準マニュアル（沖縄県作成、一部抜粋）（１/６）
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沖縄県豊見城市（参考資料）

産後ケア施設等における安全基準マニュアル（沖縄県作成、一部抜粋）（２/６）
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沖縄県豊見城市（参考資料）

産後ケア施設等における安全基準マニュアル（沖縄県作成、一部抜粋）（３/６）
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沖縄県豊見城市（参考資料）

産後ケア施設等における安全基準マニュアル（沖縄県作成、一部抜粋）（４/６）
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沖縄県豊見城市（参考資料）

産後ケア施設等における安全基準マニュアル（沖縄県作成、一部抜粋）（５/６）
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沖縄県豊見城市（参考資料）

産後ケア施設等における安全基準マニュアル（沖縄県作成、一部抜粋）（６/６）
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宮城県（１/３）

人口・出生数

１.基本情報

人口：2,257,472人 ※住民基本台帳 出生数：12,328人※人口動態調査

(令和5年1月1日時点)※ (令和5年1月1日~12月31日) ※
市町村数 35市町村

2. 都道府県として提供する支援（市町村の実施体制構築支援）

✓ 集合契約締結に向け全市町村を集めた協議会を設置。集合契約締結にあたり、事業所の選定基準を作成

✓ 協議会においてより円滑な合意形成に資するよう、下部組織として各圏域の関係団体等から成るワーキンググループを設定

【実施体制構築に向けた調整の経緯】

⚫ 令和５年度：市町村の担当者会議、県医師会・県助産師会との調整、アンケート調査等を実施

⚫ 令和６年度：集合契約を開始

【集合契約の状況】

⚫ 令和６年度：22市町村、52事業所

⚫ 令和７年度（12月末時点）：33市町村、67事業所

⚫ 令和8年度には市町村数が34市町村に増加する予定。

➢ 担当者会議や協議会の開催は、県下の全市町村に周知しており、契約の趣旨や改定の状況などを説明

★実施の

背景・

経緯

広域連携
体制の
構築

取組のポイント

★トピック項目
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宮城県（２/３）

広域連携
体制の
構築

★集合契約

の内容

【集合契約で統一した内容】

⚫ 令和６年度より、委託料の上限額を統一

（参考資料：令和６年度産後ケア事業 集合契約の手引き（委託料の上限額統一に関する記載の抜粋））

➢ 委託料の統一に伴い、事業類型・時間を7種類に統一

• ショートステイ型は１種類、デイサービス型・アウトリーチ型であれば時間ごとに３種類に設定

（例：デイサービス型は２時間、４時間、６時間 アウトリーチ型は２時間、３時間、４時間）

➢ 一部の産後ケア事業実施事業所では調整の結果、従来の委託料より減額されるケースもあるが、事業所側にも集

合契約に加入することによる事務負担の削減や、利用者数の増加等のメリットを説明し、加入の検討を依頼

⚫ 産後ケア事業所からの要望や物価高騰の影響などを考慮し、令和７年度より、委託料の上限額を再検討

➢ 委託料の上限額改定の検討に当たり、委託契約に参加している産後ケア事業実施事業所だけでなく、市町村判断

で今後新たに参加の見込みがある事業所も含めた、アンケート調査を令和７年度に実施。実施類型ごとに計上すべ

きコストの状況を事業所向けアンケートで把握

• アウトリーチ型は交通費、ショートステイ型は光熱費等の施設管理料等の費目ごとに分析

同類型内においても計上すべきコストにばらつきがあったため、物価上昇による出費増加額を指標として検討

➢ 回答内容から判断して委託料の上限額を現在の1.3倍程度の価格改定を実施する予定で、現在は市町村側で予

算確保等の準備を行っており、令和９年度からの改定を目標としている。

★連携体制

構築の上での

仕組み・体制

【協議会の設置】

⚫ 令和６年度より「産後ケア事業協議会」（以下、「協議会」という。）を開催し、市町村の有する課題について共有

➢ 協議会は、管内市町村、県医師会、県助産師会等で構成。さらに令和７年度より、協議会の下部会議体として

ワーキンググループを設定

➢ ワーキンググループについては、協議会において、より円滑な合意形成に資するよう、圏域ごと1か所以上の自治体、県

医師会、県助産師会等で構成されており、小規模の検討メンバーで、課題の洗い出しや次年度の方針を検討

➢ 自治体については利用者数や所在事業所数の大小等を勘案して決定

➢ ワーキンググループで検討した内容を、協議会で共有



111

宮城県（３/３）

３.安全性の確保・質の担保に向けた取組

事業所の
選定基準
の提供

★選定基準の

内容

【産後ケア事業事業所選定基準の作成】

⚫ 国のガイドラインをもとに、最低限遵守すべき項目を選定し、県として統一のチェックリストを作成

⚫ 上記のチェックリストを活用して、市町村が管内の産後ケア事業実施事業所の状況を確認

➢ 確認方法は市町村に委ねている（電話や対面による事業者からの聴取や現地確認など）

➢ 令和８年度から契約更新する事業所に対しても年１回程度の確認を市町村に求める予定

➢ 各事業所が提供するサービスの安全や質を担保するとともに、事業所と市町村が相互に相談できる機会を創出する

ねらいもある。

マニュアルの

作成方法・

内容

【作成方法】

⚫ 国のガイドラインに加え、県内自治体の既存マニュアルを参照し、県としてのマニュアルのひな形を作成

【記載内容】

⚫ 集合契約に係る事務処理の手順について図を用いてわかりやすく記載

⚫ 支援の必要性の高い利用者を把握した場合は、市町村と産後ケア事業実施事業所の双方に情報共有を依頼マニュアル
の作成・
提供

マニュアル

の周知方法

【周知方法】

⚫ 協議会にて、マニュアルの改定箇所や安全管理上の対応フロー等を説明

➢ 協議会で市町村や産後ケア事業実施事業所からあがった課題を踏まえ、優先順位をつけて順次マニュアルの改定も

実施（令和8年度改定では、加算の算定要件の変更や、定期的な施設確認の実施を従来の運用に追加したこと

などを反映）

➢ 市町村ごとにマニュアルを別途作成するか、県マニュアルを活用いただくかは各市町村に一任
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宮城県（参考資料）

令和６年度産後ケア事業 集合契約の手引き（委託料の上限額統一に関する記載の抜粋）（１/２）
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宮城県（参考資料）

令和６年度産後ケア事業 集合契約の手引き（委託料の上限額統一に関する記載の抜粋）（２/２）
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宮城県（参考資料）

産後ケア事業 集合契約の手引き（利用に至る手続き面抜粋）
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兵庫県（１/４）

人口・出生数

１.基本情報

人口：5,459,867人 出生数：32,615人

(令和5年1月1日時点) (令和5年1月1日~12月31日)
市町村数 41市町村

2. 都道府県として提供する支援（市町村の体制構築支援）

【体制構築に向けた調整の経緯】

⚫ 産後ケア事業における市町及び産後ケア事業実施事業所（以下、事業所）の課題を把握

➢ 市町の課題：「事業所偏在で委託先確保が困難」、「個別契約の事務が煩雑」、 「里帰り等のケースで他市町利

用できない事が多い」

➢ 事業所の課題：市町が設定するサービス提供時間等が異なり、複数市町と個別契約することで負担増

⚫ 市町に複数回意向調査を行い、課題への対応案を示した上で関係団体と調整

➢ 調査の前後には、毎回関係団体(県医師会・県助産師会)と検討し、了承を得た上で実施

✓ 市町から契約締結の委任を受けた県と、事業所から契約締結の委任を受けた県医師会・助産師会で集合契約締結

✓ 対象者やケア内容、契約金額、委託先事業所選定基準等を統一

✓ 集合契約後、協議会を開催：協議会開催前に、市町や事業所に対し、複数回の調査を行い事前に合意形成を促進

★実施の

背景・

経緯

広域連携
体制の
構築

※人口動態調査※住民基本台帳

取組のポイント

調
整
の
流
れ

令和５年８月

令和６年７月

令和６年９月～

令和６年９月

令和６年10月

令和７年３月

令和７年４月１日

令和７年７月

：市町に対し集合契約の希望調査を実施（１回目）

24／41市町が希望するも、関係団体と検討した結果、全市町が産後ケア事業を実施していない状況や

課題等が未把握であることから、引き続き実態把握を行う方向へ

：市町に対し課題及び集合契約の意向調査を実施（２回目）

：関係団体に対し、産後ケア事業の課題や集合契約の課題とその対応案、集合契約の説明を開始

以降、令和７年３月に至るまで、資料案（産後ケア事業のフロー等含む）や、集合契約書案等を作成し、

調整継続

：事業所に実施状況及び集合契約の意向調査を実施、集合契約の説明資料案を添付

：市町に対し集合契約の意向調査を実施（３回目）

集合契約の説明資料案（産後ケア事業のフロー等含む）や集合契約書案に加え、事業所の意向や

実施要綱ひな形、各種様式案、委託先選定のための確認項目を作成・提示し、市町の意向を確認

：産後ケア事業の集合契約に関するWeb説明会

：集合契約の締結（34市町、127事業所）

：産後ケア事業協議会の開催
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兵庫県（２/４）

★集合契約

の内容

【集合契約で統一した内容】

⚫ ①対象者、②ケア内容

➢ 国のガイドラインを参考に要件を提示

➢ 時間を要するオプションサービスは、産後ケア事業（補助対象）のサービス時間に含めないよう規定(国からの回答)

⚫ ③契約金額（総額）等、④加算、⑤支払方法（スキーム）

➢ 令和６年度の市町の契約額の平均値を基に契約金額を統一

• 市町の財政状況が異なることより、委託額・自己負担額の割合は市町が定めることとした

• 各市町の利用上限や自己負担額を一覧にし、県HPで公表し、事業所へ情報提供

• 事業所の受入可能な時間が異なることより、デイサービス型とアウトリーチ型については時間単位の単価を統一

➢ 多胎児加算と要支援加算を統一

➢ 事業所は請求書に利用報告書を添付し、１か月分をまとめて利用者の住所地市町に請求するように統一

⚫ ⑥安全管理（確認書）

➢ 国ガイドライン・国要綱等を踏まえ、確認書を作成し、チェックボックス形式で所在地市町が確認できるよう整備

⚫ ⑦参考様式（利用報告書・請求書等のひな形提示）

➢ 県がひな形を市町に提供し、それを基に市町が実施要綱を定め、各市町のHPに公開し、事業所が活用

【課題】

⚫ キャンセル料の発生基準が事業所によって異なるため、トラブルが生じる可能性がある

➢ キャンセル料は補助対象外であり、事業所HP等の周知と予約時に丁寧な説明を行い、利用者の了承のもと予約す

るよう徹底が必要

⚫ 委託料の増額、予約報告の方法や利用報告書・請求書の様式が市町ごとに異なる

広域連携
体制の
構築

★集合契約

のスキーム

【集合契約の形態】

⚫ 市町から契約締結の委任を受けた県と、事業所から契約締結の委任を

受けた県医師会・県助産師会の間で集合契約を締結する方式

参考：契約内容の詳細等

HP：兵庫県／【実施機関向け】産後ケア事業の集合契約について

図表：集合契約締結スキーム

➢ 集合契約に参加した市町は、参加事業所すべてと契約を締結した

扱いとなり、市町域を超えてすべての事業所のサービスが利用可能

➢ 事業所が集合契約に参加するためには、県医師会・県助産師会の会員

であることと、所在地市町の承認(適切な実施が可能)を要件とし、質を担

保

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/sangokearj.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/sangokearj.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/sangokearj.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/sangokearj.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/sangokearj.html
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兵庫県（３/４）

【円滑な合意形成】

⚫ 市町や事業所に対して事前にアンケートを複数回行うことで、早期に市町・関係団体の意向等を把握することができ、円滑

な意思決定・合意形成を促進

⚫ 調査の前後には、毎回関係団体（県医師会・県助産師会）と検討し、了承を得た上で実施

⚫ 産後ケア事業協議会開催後、協議結果を県HPに掲載し、市町・事業所へ周知

事前調査の例：委託料の補助対象経費の明確化、増額に向けた検討について（令和7年度）

★実施の上

での工夫

7/29 産後ケア事業協議会

調査 市町 事業所・関係団体

議題照会、集合契約後に寄せられた課題(補助対

象経費、加算設定等)に対する市町判断を照会

議題照会、きょうだい児利用時の金額設定状況

の照会

第1回調査で提出された議題に対する市町の判断を

照会、第1回調査結果の情報提供
キャンセル料統一の意向を照会

市町の判断が分かれた項目の再調査 ー

第１回4/21

第２回6/6

第３回7/8

広域連携
体制の
構築

関係機関
との連携

事業実施
状況の
把握

把握している

内容

【事業実施状況の把握】

⚫ 市町ごとの類型別実施状況や利用者数、個別・集合契約協力機関数を調査し、一覧にして市町にフィードバック

⚫ 集合契約参加34市町の委託額と自己負担額、利用上限を調査し、県HPに掲載

精神科医療

機関との連携

⚫ 県内精神科・診療所に対し「妊産婦の対応の有無／診療可能内容」を調査し、妊産婦等のメンタルに関する診療が可能

な医療機関を一覧にして県HPで公開

HP：兵庫県／妊産婦等のメンタルの診療が可能な精神科医療機関について

令和

7年

★連携体制

構築の上での

仕組み・体制

【協議会の設置】

⚫ 令和７年度より、年１回県内の集合契約参加市町と関係団体（県医師会・県産婦人科学会・県助産師会・県看護協

会）が参加する「産後ケア事業協議会」を設置し、事業における課題や集合契約に関して統一すべき事項を協議

➢ 対面とオンラインのハイブリッドで開催（集合契約参加事業所もオンライン視聴できるよう工夫）

➢ 集合契約参加自治体には必ず参加できるよう日程調整し、集合契約未参加市町もオンライン参加可能としている。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/ninsanpumentaru.html
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兵庫県（４/４）

事業者の
選定基準
の提供

【委託先事業所選定基準の運用】

⚫ 事業所が参加する際は事前に自己点検し、所在地市町が委任状・申請書・確認書等をもとに承認判断

➢ 全チェック項目を満たし、所在地市町のサービスとして認められる（適切に実施が可能）と判断した場合に承認

➢ 確認書の内容変更が必要な場合は、所在地市町に変更内容の承認を受け、関係団体へ変更申請を提出

⚫ 単年契約であるため、毎年、委任状(変更があれば申請書・確認書)の提出の際に、所在地市町が都度承認判断

研修の
提供

【研修の内容】

⚫ 令和６年度には県の周産期メンタルヘルス関連の予算の中で、産後ケア事業の質の向上を目的とした研修を実施

➢ 研修参加者は212名。（事後オンデマンド配信視聴含む）

➢ プログラムの内容は、効果的な産後ケア事業の推進に関する講演、市町・実施施設の担当者による実践報告と、講

演・実践報告に関するグループワーク（情報交換・意見交換）の３点

⚫ 令和７年度には、周産期メンタルヘルスに関する研修を実施

⚫ 令和８年度は、集合契約締結後の委託元としての責務を明確化し、事業運営に役立てるため、弁護士による契約上の法

的責任と対応等について学ぶとともに、実践報告を通じて、市町ごとの支援体制の強化促進を目的に実施する方針

【研修の効果測定】

⚫ 研修アンケートの分析・考察を行い、事業評価の一環として次回研修の内容検討に活用

対象者と

実施体制

研修の内容

【産後ケア事業研修会】

⚫ 協議会とは別に年１回程度市町及び事業所を対象にした研修会を実施

➢ 集合契約の参加有無にかかわらず全自治体が対象

➢ 市町の母子保健・産後ケア事業担当者、健康福祉事務所、事業所の職員（医師、助産師、保健師、看護師

等）、産後ケア事業に参加を検討している事業所の職員が対象

３.安全性の確保・質の担保に向けた取組

★選定基準の

内容

★事業者選定

の運用

【委託先事業所選定基準の作成】（詳細は参考資料「産後ケア事業確認書」参照）

⚫ チェックボックス形式の「産後ケア事業確認書」を作成

➢ 参加要件確認のみならず、「ケアの質を保つためのマニュアル」「安全に関するマニュアル」として位置づけ

（ただし、上記を踏まえ、市町が独自にマニュアルを策定することも可能）

➢ 緊急時フロー、ハザードマップ確認、重大事案発生時の連絡先、キャンセル料の規定等についても記載

➢ 業務上のリスクを適切に補償するため賠償責任保険への加入を義務付け

➢ 協議会の結果等により確認書の構成・項目等が加わった場合は記載を更新
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兵庫県（参考資料）

産後ケア事業確認書（１/３）

産後ケア事業協議会の

結果等を基に改正

業務上のリスクを適切に補

償するため賠償責任保険へ

の加入を義務化

流産・死産についての対応可否を申請

書で確認し、リスト化し、県HPで公表

国実施要綱・国ガイドラインに記載

はないが、対応が必要な項目を追

記(青字)
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兵庫県（参考資料）

産後ケア事業確認書（２/３）

安全に関するマニュアルに位置付け

ている（国ガイドラインを基に作成）

※記載内容を踏まえ、市町が独自

にマニュアルを策定することも可

ケアの質を保つための市町マニュアルに位置付けている（国ガイドラインを基に作成）

※記載内容を踏まえ、市町が独自にマニュアルを策定することも可

国実施要綱・国ガイドラインに記載は

ないが、補足する形で追記(青字)
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兵庫県（参考資料）

産後ケア事業確認書（３/３）

R 7年3月の国ガイドラインで追記された部

分を追加（R7.8.4改正）

国実施要綱・国ガイドラインに記載はない

が、補足する形で追記(青字)

キャンセル料は、補助対象外であるが、利用者との

間で想定されるトラブルを未然に防止する観点から、

必要な事項を追記(青字)

所在地市町の承認（適切な実施が可能）を要

件とし質の担保を図るため、市町確認欄を設置
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兵庫県（参考資料）

県が市町に提示する利用報告書の参考様式

産後ケア事業利用時に、アセスメントを行い、継続フォローが必要な

場合は、速やかに市町と連携できるよう記載欄を作成

R7.7.29産後ケア事業協議会において、県の参考様式をもとに各市町が異

なる様式を作成しているため、事業所から完全統一を求める声

【検討結果】各市町における制度設計や会計上の規定等事情が異なるため、

完全統一は困難

【対応方針】各市町の修正案をもとに参考様式の改正を行い、Ｒ８年度よ

り利用報告書（様式6号）、請求書（様式7号）は“できるだ

け県の参考様式を利用する”ことに決定
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兵庫県（参考資料）

県が市町に提示する請求書の参考様式

事業所及び市町より事務処理上の誤りを削減するため、自動

計算としてほしい旨の要望を受け、参考様式を改正

【工夫点】入力規制（青枠内）を設定し、誤りなく記載された

場合に、市町への請求額が自動で算出

【工夫点】赤枠内は自動計算

【工夫点】水色部分に市町の委

託額を入力できるようにしており、

市町により委託額が異なる場合で

も活用可
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協議会実施前に各自治体に配布する調査票のイメージ

兵庫県（参考資料）

１回目調査(一部抜粋)：

市町：事業所は、産後ケア

事業として実施しているが、

市町として補助対象外と判

断し、その都度事業所に指

導している項目について統一

を希望

市町：委託額の対象経費の明

確化と事業所による追加徴収を

認めるかどうか統一を希望

２回目調査(一部抜粋)：１回目調査で提出された議題に対する市町判断を照会

議題照会に加え集合契約後に県に寄せられた課題に対する市町判断を照会

事業所：ショートステイ型とデイサービス型の契約金額の増額要望あり

複数案とその積算根拠を例示し、市町の判断を照会

⇒補助対象経費として、助産師人件費、補助者等人件費、食費、

部屋代、光熱水費、寝具、消毒等に分けて積算し提示

契約金額の増額について、市町の判断が分かれたため、

再度調査を実施

【調査結果→協議会結果】令和７年度と同額

３回目調査(一部抜粋)：市町の判断が分かれた項目の再調査

市町における事情が異なり、様式の完全統一は困難で

あるが、市町の意見を踏まえ県様式の改正案を示し、

改正案が利用可能であるか再調査を実施

【調査結果→協議会結果】県様式を改正し、できるだけ

県の様式を利用することに決定
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鳥取県（１/３）

人口・出生数

１.基本情報

人口：546,558人※住民基本台帳 出生数：3,263人※人口動態調査

(令和５年1月1日時点) ※ (令和５年1月1日~12月31日)※
市町村数 19市町村

2. 都道府県として提供する支援（市町村の実施体制構築支援）

✓ ネットワーク会議を立ち上げ、集合契約に向けた、委託料の調整、安全管理等について議論する場としている

✓ 県独自に産後ケアコーディネーターを配置し市町村や産後ケア事業実施事業所支援を行うほか、利用者の相談にも対応

✓ 県独自に、ヒヤリ・ハット報告様式等を掲載したマニュアルを作成し、県下の市町村に提示

【実施体制構築に向けた調整の経緯】

⚫ 妊娠・出産に係る支援において、医学的知見・技術の進歩に伴いより高い専門性が必要となっており、併せて妊産婦の心身

のケアの質の向上が求められていることから、令和４年度頃より、検討会を設置

⚫ 地域における身近な相談の場の充実と、地域と専門機関とが連携した重層的支援の整備を推進する目的で、妊娠～周産

期の包括的な支援体制を構築する協議体の立ち上げについて議会で合意が得られ、令和５年度より広域連携体制を構

築するための「願いに寄り添う妊娠出産ネットワーク会議」（以下、「ネットワーク会議」という。）を設置

★実施の背

景・経緯

広域連携
体制の
構築

★連携体制

構築の上での

仕組み・体制

【協議の場の設置】

⚫ ネットワーク会議では、５つのテーマ（プレコンセプションケア、出生前診断の相談体制、不妊・不育症の支援、産後ケアの推

進、死産・流産への心身のケア）を設定 

⚫ ネットワーク会議は、現状と施策の推進状況を共有する「全体会」と各テーマを取り扱う「作業部会」で構成される。「全体会」

は全てのテーマに関連する機関・団体（医療機関、県助産師会等）の代表が参加、 「作業部会」は各テーマに直接関連

する機関・団体等に加えて県内全市町村が参加

（以降は、「産後ケア作業部会」に関して取り組みを紹介）

取組のポイント

★トピック項目



126

鳥取県（２/３）

その他市
町村支援

委託先確保に

向けた支援

【産科医療機関・助産所以外の既存施設の活用の検討】

⚫ 令和８年度から、県として月1～2回程度、

県内の宿泊施設（温泉旅館）などの既存施設を活用し、

デイサービス型を提供できないか検討

➢ 県内の全市町村の利用者が利用できるような場所で検討

★自治体

伴走支援

【産後ケアコーディネーターの設置】

⚫ 令和７年度から「産後ケアコーディネーター」の役職を設け県助産師会に委託

➢ 鳥取県または管内市町村と協働して、「産後ケア等の支援又は育児支援に関連する

イベントを実施したことがあること、看護師職等が所属していること」を条件に募集

➢ 県助産師会が受託し、1名の常勤助産師が活動

➢ 県助産師会と県、市町村の橋渡し役として機能

⚫ 産後ケアコーディネーターが各市町村や産後ケア事業実施事業所を巡回し、

利用者や関係者の話を聞きながら仲介役として課題解決をサポート

➢ 県民からの相談（例：1人目は産後ケア事業利用できなかったが、

2人目では利用したいなど）に対し、市との間に入って調整を行った例もあった

➢ 産後ケア事業実施事業所ごとに、産後ケアコーディネーターとの協議の場を設定

図表：産後ケアコーディネーター案内文

事業実施
状況の
把握

把握している

内容

【事業実施状況の把握】

⚫ 管内市町村の利用者数や事業所の設置数を集計し、地区別の利用状況を分析

産後ケア事業実施事業所の分布によって利用者が伸び悩む地区があるのではないかという課題を想定し、分析を実施

関係機関
との連携

情報連携体制

の構築

⚫ 緊急時の連携先の医療機関については、国のガイドラインで予め定めるように求められているため、その設定に向けて市町村に

働きかけを実施

★実施の上

での工夫

【委託料等の調整】

⚫ 集合契約への意向を見据えた議論を開始

➢ 委託料、利用料の調整、安全管理等、集合契約への移行を見据えた議論を開始

委託料の算出根拠・考え方について管内市町村や関係団体等で合意形成がなされれば、

今後集合契約への移行も視野に検討

• 委託料の調整について、県助産師会の要望を受け、県において事業運営に最低限必要なコストを算出し、

市町村に提示して協議を実施

➢ 産後ケア事業実施事業所が利用者のケースについて、作業部会参加者に共有

➢ 令和２年度に県内において産後ケア事業の利用料を無償化して以降、県内の利用者数は大幅に増加

• ３類型合わせた年度別の利用延人数の合計値は、令和２年度から令和６年度にかけておよそ６倍以上に増加

広域連携
体制の
構築
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鳥取県（３/３）

研修の
提供

対象者と

実施体制

研修の内容

【従事者向け研修】

⚫ 令和７年度から産後ケア事業に関わる研修を実施

➢ 基本的には産後ケア事業実施者を対象としているが、市町村担当者も参加可能

➢ グリーフケア研修は、精神科医療機関の職員も対象として実施

【研修の内容】

⚫ 令和７年度は産後ケア事業ガイドラインに関する県からの説明後、グリーフケアをテーマとした研修を実施

➢ 「妊婦のための支援給付」が流産や死産等の場合も支給対象となったことや、ガイドラインの改定により、市町村から

も流産や死産等を経験された方への対応ニーズが高まっている一方、県内で対応可能な産後ケア事業実施事業所

は少ないという課題意識から県が実施

➢ 他県で研修実績のある民間事業所に依頼し、「グリーフケアとは何か」という基本的な理解からスタート

３.安全性の確保・質の担保に向けた取組

★マニュアルの

作成方法・

内容

マニュアル
の作成・
提供

【作成方法】

⚫ 県独自の安全マニュアルを作成し、各市町村にそれをベースとしたマニュアル作成を促進（参考資料：安全管理マニュアル）

➢ 鳥取市が先行して安全マニュアルを作成しており、他市町村から「県としてのモデル版を作って欲しい」という要望があ

り、作成に至った

➢ 県職員として勤務する母子保健分野の研究者が監修

【記載内容】

⚫ 国のガイドラインを参考に、注意すべき点や、事故発生時の対応（連絡ルート、報道対応等）などを規定

⚫ ヒヤリ・ハット事例の報告様式もマニュアル内で規定

⚫ ヒヤリ・ハット事例の報告においては、

事業所側が市町村に報告⇒市町村が県に報告⇒県が県助産師会を通じて他の事業所へ周知するルートを構築
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鳥取県（参考資料）
安全管理マニュアル（一部抜粋）（１/５）

✓ ヒヤリ・ハット事例

の報告様式と収

集する事例につい

ての記載
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鳥取県（参考資料）
安全管理マニュアル（一部抜粋） （２/５）
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鳥取県（参考資料）
安全管理マニュアル（一部抜粋） （３/５）
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鳥取県（参考資料）
安全管理マニュアル（一部抜粋） （４/５）

✓ 事故発生時

の事業所・市

町村・県の対

応フロー
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鳥取県（参考資料）
安全管理マニュアル（一部抜粋） （５/５）
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